
 

－121－ 

＋

 

平成２２年 第１回 京丹後市議会２月臨時会会議録（３号） 

 

 

 １ 招集年月日 平成２２年 ２月 ３日（水曜日） 

 

 ２ 招 集 場所 京丹後市役所 議場 

 

 ３ 本日の会議 開会 平成２２年 ２月１２日  午前 ９時５２分 

         閉会 平成２２年 ２月１２日  午後１０時０６分 

 

 ４ 会 期 平成２２年 ２月 ３日から ２月１２日 １０日間 

 

 ５ 出 席 議員 

 １番 谷 口  雅 昭 ２番 中 村    雅 

 ３番 吉 岡  和 信 ４番 森 口    亨 

 ５番 岡 田    修 ６番 三 崎  政 直 

 ７番 松 本  経 一 ８番 行 待    実 

 ９番 川 村  博 茂 １０番 大下倉  禎 介 

１１番 由 良  尚 子 １２番 松 本  聖 司 

１３番 志 水  一 洋 １４番 池 田  惠 一 

１５番 中 西  定 征 １６番 松 田  成 溪 

１７番 田 中  邦 生 １８番 森      勝 

１９番 平 林  智江美 ２０番 奥 野  重 治 

２１番 吉 岡  豊 和 ２２番 松 尾  信 介 

２３番 足 達  昌 久 ２４番 大 同    衛 

 

 ６ 欠 席 議員  

     な  し 
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 ７ 会議録署名議員 

     ７番  松 本 経 一      ８番  行 待   実 

 

 ８ 議会事務局出席職員 

     議 会 事 務 局 長  矢 野 節 雄   議会総務課長補佐  西 山 茂 門 

     主 任  大 木 義 博 

 

 ９ 説明のための出席者 

市 長 中 山    泰 副 市 長 米 田    保 

教 育 委 員 長 上 羽  敏 夫 教 育 長 米 田  敦 弘 

教 育 次 長 水 野  孝 典 消 防 長 堂 田  孝 二 

企 画 総 務 部 長 渡 部  貴 徳 企画総務部次長 田 上    実 

財 務 部 長 藤 原  孝 司 市 民 部 長 和 田  道 雄 

健康長寿福祉部長 上 田  弘 子 上 下 水 道 部 長 坪 倉    護 

建 設 部 長 大 村    隆 商 工 観 光 部 長 中 村  基 彦 

医 療 部 長 金 久  和 幸 会 計 管 理 者 高 野  重 隆 

監査委員事務局長 小石原  利 和 代 表 監 査 委 員 東    幹 夫 

農 政 課 長 辻 田  壽 男 情 報 政 策 課 長 吉 岡  敬 恭 

 

 １０ 会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 議案第 ４号 平成２１年度京丹後市一般会計補正予算（第７号）（表決） 

   日程第３ 議案第 １号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について 

               （文教厚生常任委員長報告～採決） 

   日程第４ 平成２１年 議案第１８６号 京丹後市八丁浜シーサイドパーク指定管理者の指 

              定について（産業建設常任委員長報告～採決） 

   日程第５ 閉会中の継続審査の申し出について 
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   日程第６ 議 第 １号 雇用・能力開発機構の地域職業訓練センターの存続を求める意見 

               書の提出について（表決） 

 

 １１ 議 事 

                             午前 ９時５２分  開会 

○大同議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は２４名であります。また、農林水産環境部長にかわり辻田農政課長が出

席しております。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

○大同議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第７８

条の規定により、議長において７番松本経一議員、８番行待議員の両名を指名いたします。 

 

○大同議長 日程第２ 議案第４号 平成２１年度京丹後市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。中山市長。 

○中山市長 おはようございます。議案第４号、平成２１年度京丹後市一般会計補正予算第７号

につきまして、ご説明申し上げます。 

  本件、ブロードバンドネットワーク事業についてでございまして、国の方から本年度補助金の

追加内示を先般いただいたところでございまして、これに応じて早期に事業の推進をしたいとす

るものでございます。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ１０億６,９５７万３,０００円を追加し、予算総額を３３８億

４,７１２万円とするものでございます。 

  内容的には、光ファイバーケーブルの引き込み及びケーブルテレビ加入者宅工事につきまして、

前倒しで行うものでございます。 

  補正財源は、国庫補助のほか、特例債、一般財源、これは交付税の留保分でございますが、を

充て、また、あわせて連動いたします継続費の変更も行っております。 

  詳細につきましては、企画総務部長からご説明申し上げます。 

  よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○大同議長 企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 それでは、私の方からブロードバンドネットワーク整備事業の補正予算に
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ついて、ご説明申し上げます。 

  本事業は、平成１９年度から光ファイバー網などの整備に着手しまして、平成２０年１１月か

らは光インターネット及びケーブルテレビの事前申し込みの受付を始めました。昨年５月末の時

点で、市民の方々や事業者の方々から既に１万件を超える申し込みをいただき、平成２１年度ま

での引き込み工事予定数の６,８００戸を大きく上回る状況となりました。このため、加入者の

皆様へできるだけ速やかにサービス開始が実現できるよう整備を早めるべく、本事業で交付を受

けております農林水産省の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の次年度分について前倒しで

交付の要望をしておりました。その結果、去る２月１日付で内示を受けたことから所要額を増額

補正するものであります。 

  補正額のうち、工事請負費につきましては、加入者のお宅へ光ケーブルを引き込む工事を６,

２００戸分とケーブルテレビへ加入されたお宅へ光受信機の取りつけ及び既存のテレビ配線と接

続する工事を４,５００戸分、平成２２年度工事分の前倒し及び加入戸数の増加分を追加して施

行するものでございます。なお、架設柱強度調査手数料と架設ケーブル移転補償金についても補

正しておりますが、これらは光ケーブルの引き込み工事に付随して必要となる経費であります。 

  工事戸数の変更について、もう少し詳しくご説明させていただきます。お手元にお配りしまし

た補正予算の資料をごらんいただければと思います。１番の工事の前倒し及び加入見込みの増加

による整備戸数の追加変更は、どの部分が前倒しで、今後の加入をどのように見込んで整備戸数

を変更して工事を実施するかを示したものでございます。平成１９年度から２０年度にかけて久

美浜町の一部地域で先行して約３００戸の加入引き込み工事を行いました。帯グラフで言う黄色

の部分でございます。そして平成２１年度は既に６,５００戸の引き込み工事を進めているとこ

ろですが、これに平成２２年度の工事予定数５,７００戸を前倒しし、さらに今年度末の申し込

み累計を１万３,０００戸と想定し、加入見込みに対応する増加分の５００戸を加え、６,２００

戸を追加するものであります。なお、本事業の最終整備となる来年度には３００戸の工事を予定

しております。 

  また、ケーブルテレビの加入者宅での光受信機設置などの工事においても同様に、平成２２年

度の工事予定数４,０００戸を前倒しするとともに、今年度末の申し込み累計を９,５００戸と想

定し、追加見込みに対応する増加分の５００戸を加え、４,５００戸を追加します。なお、平成

２２年度では、２００戸の工事を予定しております。以上の工事を行うための補正額は、１０億

６,３８０万円です。 

  続いて、継続費の補正についてご説明します。今回の補正により平成２１年度と平成２２年度
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の年次割りの額を変更し、総額を３７億２,３００万円から４１億５,０８３万円に増額しており

ます。増額の４億２,７８３万円の内訳でございますけれども、まず、加入予定戸数を光ケーブ

ルの引き込みで８００戸、ケーブルテレビで７００戸増加したことによって、約１億５,０００

万円が増額となっております。 

  次に、加入引き込み工事では、引き込み光ケーブル及びテレビ屋外ケーブルの配線距離の増加

などによって２億５,６６０万円の増となっております。これは、このような加入者系の工事の

場合、加入者の申し込みによって実際の具体的な工事箇所が特定され、具体的な配線が決まると

いう性質があり、平成１９年から着手した久美浜町の一部地域の工事実績や、他の自治体での事

例を加味して積算してまいりましたけれども、実際には個々の家屋の配置状況や幹線からの距離、

地域性など工事を進めていく上で工事の詳細が確定していくものでございます。 

  また、幹線工事では、現地調査に加えて、事前申し込み状況を反映しながら光ファイバーケー

ブルの架設経路を決定する中で、ケーブル延長や接続箱の数量増等が生じ、７,７６３万円増加

しております。 

  一方、スタジオ整備におきましては、既存施設内での改修工事とし、オープンスタジオ方式で

防音等の設備費を抑えるなどにより５,６４０万円の減額となり、これらを合計すると４億２,７

８３万円になります。 

  以上、補足説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○大同議長 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 

○１９番 平林議員 １９番、平林です。今回の補正に伴いまして、２２年度に予定されていた

部分が２１年度で前倒しで追加分６,２００ということなんですけれども、あと１カ月ぐらいし

かないですわね、工事する期間というのが。これは、年度内にこの工事が完了するという計画に

なっているんでしょうか。もし、しなければ、どういった形になってくるのでしょうか。 

○大同議長 企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 今回の前倒しの趣旨につきましては、市民の方々から事前申し込みが早期

に多くあって、少しでも早く市民の方々にサービスを提供させていただきたいということから、

前倒しの補正をお願いしているところでございます。工事につきましては、今、鋭意、２１年度

既に着工済の部分につきましては行っているところです。今回、前倒しの部分について、年度内

にできるかどうかというのは、若干、ちょっと厳しいところがあるかもわかりませんけれども、

ただ、いち早くその市民の方にサービスを提供させていただきたいということで、鋭意、工事の

方は予算をお認めいただきましたら進めてまいりたいというふうに考えております。 
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○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 年度内に済まない場合はどういう処置がなされるんでしょうか。 

○大同議長 企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 仮に年度内に工事が終わらない場合につきましては、恐らく繰り越しとい

うことになろうかと思いますけれども、そこの部分の詳細につきましては、またこれから考えて

いきたいと考えております。 

○大同議長 森口議員。 

○４番 森口議員 ４番、森口です。補正予算の中で、戸数も増加してというご説明だったんで

すが、ちょっと気になっておりますのが、実際に徐々に使っていただけるご家庭がふえている中

で、市民の方からよく聞きますのが、いつ工事に来るのかわからないと。あるいは工事に来られ

たお宅については、急に電話がかかってきて、あした行かせていただいていいかというようなこ

とで、できましたら、どういうふうな今戸別の、それぞれのお宅に対してどういうアプローチが、

多分業者の方から直接ということになっていると思うんですけれども、それについて、例えばエ

リアで決まっているのかどうかわかりませんけど、やっぱり市の方として、既にもう使われてい

るところもたくさんあるわけですので、一定の広報といいますか、周知がどのようになっていま

すのか、お伺いしておきたいんです。この集落については何月に予定をしてますということなの

か、もうすべて業者さんにお任せで、一切、市の方はそのあたりについてコントロールないのか

どうかも含めまして、ちょっと進捗の話と同時に、広報のあり方についてもご説明をお願いしま

す。 

○大同議長 企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 工事の進捗等についてのお尋ねがありました。まず、工事の進め方につき

ましてですけれども、工事は旧町単位ですとか、集落ごとといったような地域割りで進められて

はおりません。つまりその市内全域で局舎ごとに、そこの中心部から次第に一斉に始めておると

いう中でございます。その中で、まず第一次の申し込みの方から、具体的に申しますと、電柱の

利用許可ですとか、あと道路や河川の占用許可、こういうものも必要になりますので、こういっ

たものが整ったお宅から順次引き込み工事というものを行っている現状でございます。 

○大同議長 情報政策課長。 

○吉岡情報政策課長 今、部長の方がご説明しましたとおり、今回の工事につきましては、でき

るだけ短期間の間に効率よく工事を進めていきたいということで、この工事の場合、ＮＴＴの柱、

それから関西電力の柱、そういったものにかけていくという工事になりますので、そういったも
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のの許可がすべて整ったお宅から順次始めていかせていただいております。そういうことで、住

民の皆様方からもよく、どの地域が今工事が進んでいるのかというようなお問い合わせがあるん

ですが、今回の工事につきましては、個々のお宅の状況、１本、１本の線を引くことに対しまし

て許可を求めてまいりますので、ご近所の中でもその差が出るというような場合もございます。 

  それから、テレビの方の受信機の接続につきましては、これ、若干、班数というのもたくさん

用意させていただきまして、それで各戸回らせていただくんですけれども、非常に各戸、各戸で

のご事情というのもありますので、なかなか一定の時間というのが調整が難しいということがあ

りますが、できるだけ皆様方にご迷惑がかからないように、今後、さらに進捗を上げていきたい

というふうに考えております。（「その広報みたいなものはないですか」の声あり） 

○大同議長 答弁漏れということですね。広報についての答弁。情報政策課長。 

○吉岡情報政策課長 広報につきましては、一般的な工事の方法ということでは、２月１０日版、

以前にも広報紙でも流させていただいているんですけれども、こういう形でお伝えしております。

ただ、個々のお宅に対してということに関しましては、まず、インターネットの開通については、

おおよそ２週間前にご連絡が文書で届くという形になっております。それから、テレビにつきま

しては、工事に入る前に、お宅に入らせていただくということもありますので、工事業者がご連

絡申し上げるという形になっております。 

○大同議長 森口議員。 

○４番 森口議員 そうしますと、それぞれの住んでおられるお宅によって、自分ところが大体

おおむねいつごろになるかということは、目安もつかないということでよろしいんですかね。 

○大同議長 情報政策課長。 

○吉岡情報政策課長 例えば、１カ月前にお知らせするとか、そういった形にはどうしても工事

の性質上難しいということで、２週間前とか、それから数日前にお知らせするというような形に

なります。 

○大同議長 足達議員。 

○２３番 足達議員 ２３番、足達です。今のお話の中で、実は、業者の方が来られる場合に、

その日に、連絡なしにその日に来られたというケースがあるようなんです。ですから、それで取

りつけというか、来られたということなんですが、その辺のちょっと周知徹底ですね、その辺を

きちっとしておかれないと、事前に連絡があって来られるというふうに思っておられると思うん

ですが、ちょっとその辺だけをはっきりとしていただきたいなと思うんですけれども。 

○大同議長 企画総務部長。 
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○渡部企画総務部長 議員ご指摘のとおりに、その日連絡があって、その日工事というのは確か

に急すぎるという話、十分わかりますので、また、業者の方にも再周知の方をさせていただきた

いと思っております。 

○大同議長 田中議員。 

○１７番 田中議員 １７番、田中です。ケーブルテレビの関係でお聞きをしたいと思います。

テレビの地デジ化に伴いまして、難視聴地域が共聴システムで、共聴アンテナでやられている地

域があると思いますが、そういった地域の加入状況はどういう状況になっているのか。 

  それから、そういった地域の中の方でありましても、経済的に厳しいそういった世帯に対する

施策がなされるのかどうか、お聞きをしたいと思います。 

○大同議長 情報政策課長。 

○吉岡情報政策課長 まず１点目の共同受信されておられます地域につきましては、おおむねほ

ぼ、全部とはいきませんけれども、９０数％の加入率であります。 

  それから、もう一つ、経済的に非常に苦しいお方につきましては、ＮＨＫの受信料を全額免除

されている場合は、同様にケーブルテレビの利用料を無料で免除するという形で、ケーブルテレ

ビ会社の方が約款の方で決めております。 

○大同議長 ほかにありませんか。吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 ２１番、吉岡です。１点、約１０億の大変な事業の補正なんですけれ

ども、これは、工事の追加でやられるのか、改めてまた入札されるのかという点をお聞きします。 

○大同議長 企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 今後の工事の関係でございますけれども、まだ、具体的にこうというのは

固まっておりませんので、できるだけ早期に着手できるように総合的に検討して事務の方は進め

ていきたいと考えております。 

○大同議長 吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 結局、まだ、今後のことはそこまでやっていない。先ほどの説明では

工事ができるような説明でした。その点で、先ほどの、今後の入札の方が、契約がどうやられる

かという点を改めて返事がなかったので質問する点と、工事が、２１年度の今までで着工件数が

どれだけあるのか。恐らくこの図面ではうまいこと書いてありますけれども、今後、これからそ

んなに５,０００戸余りの工事がスムーズに進むとは考えられませんので、その辺の再度の説明

をお願いします。 

○大同議長 企画総務部長。 



 

－129－ 

＋

○渡部企画総務部長 今後のあり方につきましては、入札という方式なのか、変更契約という方

式なのかというあたりはあろうと思いますけれども、そこらについては、また検討の方をさせて

いただければと思います。 

  あと、実際の今のサービスの提供を受けている方ということのご質問だったと思いますけれど

も、現在、光ケーブルの引き込み工事につきましては、４,５００戸、ケーブルテレビの光受信

機設置等の工事は約５５０戸という状況でございます。なお、光インターネットの開通件数につ

きましては、ＮＴＴ西日本の方で直接行っていますので、見込み数になりますけれども、約２,

５００から３,０００戸程度というふうに聞いております。 

○大同議長 吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 ちょっと質問の返事が違うと思うんですけれども、工事が２１年度に

どれだけ、この６,５００はもう着工済ということでよろしいんですか。まだこれは予定という

ことですか。まだ、これだけ残って、どれだけ残っているかということをお聞きします。 

  ２１年度の工事はすべてもう終わっているんですかということなんですけれども。それで、

終わってなかったら、どれぐらいの戸数が残っているかと。 

○大同議長 よろしいですか。整理してもらったらいいですけど、いいですか。企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 ２１年度まだ残っている残ということでございますけれども、光ケーブル

の部分につきましては、約２,０００戸。それで、ケーブルテレビの方は約４,４００戸がまだ残

としては残っているということでございます。 

○大同議長 谷口議員。 

○１番 谷口議員 １番、谷口です。少し追加部分とは若干違うかもわかりませんけれども、疑

問点だけ質問をさせていただきます。まず一つ、このケーブルをした段階での受信料の件であり

ますけれども、例えば、従来であれば、指定管理という部分では条例というものがあるわけです

けれども、この受信料についてのそういう指定管というのか、そういう形の中で、変更になった

場合には、議会でかけられるという考えなのか。あるいは、受信料をどういう形で住民の方に不

安のないような形をされていくのか、ここの点が１点。 

  それからもう一つは、２３年７月で実はテレビが全部切りかえなければならないというのがあ

りますけれども、非常に生活云々、あるいは高齢者の方で従来の持っておられるテレビを、２３

年にテレビを変えるということになると、大変な費用が出るということでありますので、こうい

う家庭には、現在のテレビが使えるようなチューナーという形の中で、市の方はどのようにお考

えであるのか。少し、その点もお願いしたいと思います。 
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  それから、もう一つは、進捗状況の関係でありますけれども、非常に共聴テレビを組合がされ

ておるという状況の中で、全部がいつ切りかわるかということとあわせて、設備の問題をそこの

組合が持っておりますので、その組合が設備を持つと同時に、撤去をしなければならない維持の

管理も含めて、組合の方で負担をしておるという状況でありますので、ある程度の、いつごろま

でには完成という目安的な時期を明らかにしてもらいたいと思います。 

  以上です。 

○大同議長 谷口議員、一部整理させていただきますけれども、受信機云々の分につきましては、

この議案と直接かかわりがないと思います。また、一般質問等で取り上げていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  最後の部分の質問のみ答弁をお願いします。情報政策課長。 

○吉岡情報政策課長 工事の進捗の目安ということですが、まず一つは、現在進捗中の工事につ

きましては、テレビの方が、スタートが少しおくれたということがございまして数は少ないんで

すけれども、班数を非常にたくさん用意していただいておりますので、これから急速に進んでい

くというふうに思っております。それで、この追加させていただきました部分、これにつきまし

ても、できるだけ早く引き続きやることで、皆様方にサービスを早く提供していくということで

ありますが、余裕を持ったといいますか、組合の方である程度一定の目安というのが、当然、議

員ご指摘のように必要だと思いますので、それにつきましては、ことしの夏ぐらいまでにはすべ

て終わるように、その線は守っていきたいというふうに思っております。 

○大同議長 谷口議員、よろしいですか。中村議員。 

○２番 中村議員 ２番、中村です。参考資料の継続費の最後のところにスタジオ設備の工事と

いうことで、既存施設の利用というふうなこと、初めて聞かせていただいたような気がしますの

で、この点の内容、概要が固まっておりましたら、ちょっとお聞かせいただきたいのと、もう一

つ、今、我が家も光の方は入ってきて、テレビの工事に間もなく来てくれるようなんですけれど

も、地域でよく聞くんですが、一つの業者が地域でまとまって入るという工事の仕方にはなって

ないようなんですけれども、それと、我が家は入ってきてくれたけど、あの家は入ってないとか

という話が出るんで、非常に件数が多いので、なかなか無理だと思います。施工業者の数が少な

いんですが、その辺はある程度配慮されて、工事を発注できているのかどうか。 

  以上、２点、お伺いします。 

○大同議長 情報政策課長。 

○吉岡情報政策課長 まず、スタジオについてですが、スタジオの方はアミティ丹後を利用させ
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ていただいております。それで、この件につきましては、以前、全体的な計画の中で、一番当初

につきましては、場所がまだ決まっていなかったということで、改修費も多く見ておりました。

それが、場所が決まったということで、改修費が少なくて済んだということが一つと、もう一つ

はここで書いておりますように、完全に仕切った形で外の音も入らない、中の音も外に出ないと

いうような防音という形ではなくて、開かれた形のスタジオという方式をとりましたので、そう

いった分が減っているということでございます。 

  それから、２点目のテレビに関しての各工事、各お宅に入る工事についてですが、まだ、どう

いいますか、スタートを切って１カ月もたっているかどうかというところなんで、今後、順調よ

くさらに進んでいくと思いますが、業者の方と調整しまして、できるだけ円滑に進めるように、

今後とも指示をしてまいります。 

○大同議長 よろしいですか。森口議員。 

○４番 森口議員 ４番、森口です。あと１点、聞き忘れておったので、お願いします。加入戸

数の増加ということなんですが、このブロードバンドネットワーク事業をずっと審査をさせてい

ただく中で、やっぱりケーブルテレビにしても、それからインターネットにしても、やっぱり一

定の加入者がないと厳しいというご説明が以前からあったと思います。その中で、今回、増加の

部分も聞かせていただく中で、現状がどういうふうになっていますのか。それから、当然、今回

の継続の中でも、トータルしますと、費用としてはたくさんになるというなんですが、そのあた

りの何かバランスの中で、ふえたことによって、例えば、ケーブルテレビの会社であるとか、イ

ンターネットについて財政的に長期で見れば有利に働くような変化がありましたら、そのあたり

についてのご説明もお願いしたいと思います。 

○大同議長 情報政策課長。 

○吉岡情報政策課長 加入戸数と、特に運営費の方になりますが、そちらとの兼ね合いですけれ

ども、もともと業者の方の提案の方では、インターネットで７,７００、それからケーブルテレ

ビの方で９,５００というような数字をいただいておりました。それから、引き込み戸数との関

係につきましては、両方のサービスをされるか、また、片側だけをするかで引き込み戸数自身は

変わってくるという面もありまして、この引き込み戸数だけで一概に利用料との関係ということ

にはならないんですけれども、現在は、ほぼこの最終的な、来年度の目標といいますか、この予

算の中でいきますと、ほぼ業者からの提案の数字に到達しますので、運営費に関しましては従来

からお示しさせていただきますようなこの運営費の中で維持管理を出していくということになろ

うかと思います。ただし、来年度に関しましては、工事がすべて完了するという時期が多少、４
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月当初ということではございませんので、そういう意味では再来年度からその運営費と貸出料の

相殺という形が実質的に均衡していくというふうに考えております。 

○大同議長 企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 ちょっと補足させていただきますけれども、先ほどの事業目標数に対して、

今、実際の加入申し込みがどれぐらいかということについてもお答えさせていただきますけれど

も、光インターネットにつきましては、目標数が７,７００戸に対しまして、１月末現在で７,３

００戸、それでケーブルテレビにつきましては、事業目標件数が９,５００戸であるのに対して、

１月末現在での申し込み状況が９,３００戸とこのような状況になっております。 

○大同議長 ほかにありませんか。これで質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４号については、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○大同議長 ご異議なしと認めます。 

  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 

  これより議案第４号について討論を行います。これで討論を終了いたします。 

  それでは、議案第４号について採決いたします。議案第４号 平成２１年度京丹後市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。 

       （起 立 多 数） 

○大同議長 起立多数であります。 

  したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

○大同議長 日程第３ 議案第１号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正につ

いてを議題といたします。  

  本議案につきましては、文教厚生常任委員会に付託しておりますので、これから文教厚生常任

委員長の報告を求めます。 

  文教厚生常任委員長。 

平成２２年２月８日 

京丹後市議会 

  議長 大 同   衛 様 

                              文教厚生常任委員会 
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                                 委員長 松 本 聖 司 

 

    委員会審査報告書 

 本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第１００条

の規定により報告します。 

記 

１．付託事件及び決定 

   議案第１号  京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について 

    原案 可決すべきものと決定した。 

２．審査の経過 

   ２月５日   所管部長等から説明の聴取及び審査のまとめ並びに決定 

○松本聖司文教厚生常任委員長 本委員会に付託されました下記の事件の審査の結果は、次のと

おり決定したから会議規則第１００条の規定により報告いたします。 

  一つ、付託事件及び決定。議案第１号、京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正

について、原案可決すべきものと決定した。 

  二つ、審査の経過。２月５日、議案第１号について、所管部長等から説明の聴取及び審査並び

に決定。 

  ３、審査の概要について。議案第１号については、放課後児童健全育成事業のうち、利用児童

の拡大で、現在の小学３年生から４年生までに拡大するもの。利用料に関しては、現在、一律月

額６,０００円から一部休暇期間を含む１月、３月、４月及び１２月については７,０００円。８

月については月額８,０００円に改め、土曜日を利用する場合は、月額１,６００円の利用料を加

えるもの。また、網野北放課後児童クラブの新設と、丹後放課後児童クラブの場所を丹後庁舎か

ら旧豊栄保育所に移設する内容です。 

  主な質疑について報告いたします。料金設定の考え方や妥当性についての問いに対しては、合

併前の状況では、３町で実施し、５,０００円から８,０００円であったので、中間あたりをとっ

て６,０００円になったと認識している。今の経済状況では、土曜日も含めて１万円を超えると

厳しいので、最大９,６００円ということで改めた。１,６００円については、一月２０日間です

から、８,０００円を２０日で割ると１日４００円であり、月に４回土曜日があると計算した。

基本月については、夕方からということで、１日３００円ぐらいと考えてのことである。 

  また、４年生までの拡充でも指導員に変化がないということだが、なぜかとの問いに対しては、
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児童クラブの指導員の配置についての考え方は、１５人程度利用で２名配置。それから、１０人

ふえるごとに１名の配置と考えている。平成２１年度は、当初が３００人であり、現在申し込み

を受けていないので正確なことは言えないが、申し込みを預かっている分について２４３名であ

り、４年生も３５名いる。昨年程度と考えている。ただし、時間がふえるので、指導員１人当た

りの就業時間はふえてくるとの説明である。 

  次に、丹後放課後児童クラブの移転について、竹野小学校という選択肢はなかったのかとの問

いに対しては、豊栄小学校の子供の送迎がなくなることは大きなメリットであり、交通事故のリ

スクを回避できる。竹野小学校については、施設が大きすぎて、管理に課題が出てくると考えて

いる。 

  また、土曜日を開設することで、負担増になる金額は幾らか。４年生まで拡大で、放課後児童

クラブに対する国府の補助金はどうなるのかとの問いに対しては、土曜日開設で、大体１,２０

０から３００万円程度年間事業費がふえると考えている。４年生以上を放課後児童クラブに加え

ても、補助対象について問題はないが、現在の運営費が補助金より随分大きな額ですので、精い

っぱい分をいただいているとのことでありました。 

  次に、パブリックコメントの答えの中に、４年生の利用については、受け入れに際して保護者

と連携を図り、子供の成長と自立に向けて支援を行うとしているが、４月から総合サービスに委

託する中で、支援ができるかとの問いについては、国には放課後児童クラブのガイドラインがあ

り、指導員がどう運営していくのか、京丹後市でも年度内にガイドラインを作成したいと考えて

おり、総合サービスについてはその方針でやっていただけると考えているとの説明であった。 

  放課後児童クラブの拡充については、利用者のニーズの高まりと受け取っているが、市の考え

方はどうか。また、運営コストのうち、幾ら利用者に負担してもらうかという考え方はあるのか

との問いに対しては、放課後は地域に帰って子供たちが自由に遊び、地域で安全性が保たれるの

が一番であるが、少子化の影響や地域でのつながりが希薄になっており、家庭で支えられない部

分について行政の支援が必要である。また、利用者負担については、何％までお願いしたいとい

う具体的な話はないが、一般財源の持ち出しが大きく、引き上げが必要と考えていたとの答えで

ありました。 

  最後に、利用者にとって負担がふえることになるが、滞納状況やその推移も視野に入れて、今

回の検討があったのかとの問いに対しては、１９年度で１世帯、２０年度で２世帯の滞納繰越が

ある。２１年度については１２月現在で１１世帯であるが、年度末に向けてまとめて払ってもら

い、減ってくると思う。保育料も担当しているが、放課後児童クラブの滞納者は少ないと思って
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いる。また、現在の経済状況も考慮して、通常月の６,０００円を引き上げない形にしたとの説

明でありました。 

  なお、質疑の途中に長岡放課後児童クラブ、弥栄放課後児童クラブ及び網野北放課後児童クラ

ブ予定場所の視察も行いました。 

  質疑の終了後、平林委員より修正案が提出されました。内容については、６条の１項の修正規

定を削り、今までどおり６,０００円にする。また、新たに加える６条２項を削る。すなわち土

曜日に利用する場合の月額１,６００円を加算するという記述以下を削除するものです。提案理

由としては、経済情勢が大変厳しい状況であり、若い人たちに安心して子育てをしてもらう状況

をつくるために、利用料の今以上の負担はすべきでないとの説明でした。 

  修正案の質疑として、平成２２年度の試算では、この事業に係る一般財源の持ち出しは５,０

２０万円であるが、料金の改正をしないと、より財政が厳しくなるが、また、サービスについて

はある程度の受益者負担は当然と考えるが、税金の使われ方の公平性をどう考えているのかとの

問いに対しては、丹後では、共働きしないと暮らしていけないという経済状況にあり、子育て支

援ということで必要と考えているとのことであった。 

  また、今回の改正は、基本利用料については変わらないが、利用日数や長い時間のサービスに

見合った相当額にしようと趣旨で合理的と考えるがどうかとの問いに対しては、６,０００円と

いう利用料で今までやってきた。夏休みに値上げになるので、預けておられる保護者にとっては

全体的な値上げであり、負担の増加になるとの答えでありました。 

  その後、修正案も含めて意見交換をしましたので、内容を報告いたします。委員会の中で、議

案提案の修正案が出たことは本市議会で初めてである。議会改革の側面からは提案者の考え方を

十分理解できたし、議論が深まり非常によかった。 

  行政サービスに対する利用料である。それを受けているメリットが６,０００円で高いかどう

かの視点が大切である。平成２１年度については、利用者１人当たり１７万円の一般財源が入れ

られているということを考えると、理解得られる改正である。修正案については、長時間利用し

たときも、そうでないときも同じ負担であるということはおかしい。今後も事業費の増加がある

と考えると、この改正は理解できる。 

  放課後児童クラブの料金体系を考えるとき、ベースの部分として、市の子育てをどうするかと

いうことが伝わってこない。学年齢の拡充や料金についても、何が適正であるとの考え方がなか

ったのが残念である。子供を預けやすくするということ、子供をよそに置いて仕事をすることが、

イコール子育て支援という短絡的にならないようにしてほしい。 
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  討論ですが、原案賛成、原案、修正案ともに反対の討論についてはありませんでした。修正案

賛成の討論が１名ありました。この不況下の中で、共働きの家庭が増している。子育て支援でサ

ービスの充実を図ることは大切だが、負担の増加につながることは反対であるとの内容でありま

した。 

  以上で、報告を終わらせていただきます。 

○大同議長 これより文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。奥野議員。 

○２０番 奥野議員 この条例の変更については、この２月３日の冒頭の初日に、いろいろと市

長の報酬等の減額等々の手続もある中で、そういうことがあったからといいますか、やり方が違

っておったという中で、きょうこうしてあるというのは、３月にやっておればどうだったのかな

と思うと、言い方が適切ではないですけれども、けがの功名という中できょうがあるなと。きょ

う採決ができるという中で、少しでもという、市民に対するサービスがしたいという理事者の考

え方が出てきておるな、よかったなとも思うわけですけれども、しかしながら、私、この間、理

事者に対して質問を行ったわけですけれども、どこまでこの制度を延長、拡大していくのか。今

も委員長報告で時間を延ばした、どこまで延ばすんだと。同じ疑問を持つわけです。 

  それで、不況だから、この制度ということがある。そうなんですね。男女共同参画という中で、

子育てについて支援をしていこうということがある。しかし、この不況の中で、さらにそれを充

実していくという考え方がある。当然、今回の提案にはある。そうすると、この料金の問題が出

ておるわけですけれども、何をもってどこまでの負担を市民にしていただくのか。そして、公が

するのかというところの、この基準のところの整理といいますか、その辺の審査をされておる内

容があったら、お尋ねを一つはしたいのと、それと、そういう中で、１人当たりの公費の負担額

ですね、全体の予算が、一般持ち出し、一般から持ち出しが５,０２０万と今報告があった。間

違いないですね、５,０２０万で。そういう中で、一人頭幾らの公費負担になるんだと。簡単に

割り算したら済みますわなということでしょうけれども、その中身があればお聞かせ願いたいで

すし、この提案時に、私、質問をしとるんですね。全体で２８０万円の増加ですと。そのうち、

土曜日の分でいくと２８０万のうち１００万ですという答弁をもらった、メモをしとるんですけ

れども、これ、今の報告を聞いておると、ちょっと違うなと。土曜日をすることによって、１,

２００万円から１,３００万の増になるという報告を今委員長されましたよね。そうすると、あ

れ、これどうなん、２月３日の提案時の理事者側の説明との違いが少し整理してお尋ねをしてお

かないといけないなと思って、今お聞きするんですけれども、どちらが正解なんでしょうかとい

うことであります。 
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  それと、この審査に当たって、私もいろいろと質問をさせていただいたというのは今申し上げ

たとおりですけれども、この事業を理事者側、呼んで説明を当然受けられておるんですけれども、

ずっと続けるのか。景気の回復によっては、また、後退という指摘になるかどうかわからないで

すけれども、その制度の拡張をとめて、逆に今、４年生を３年生までに戻すとか、時間も延長し

たものを短くするとかいう考え方も今後の景気動向においてあるのかないかという審査をされて

おれば、その内容についてもお聞かせを願いたいと思います。 

  何点か申し上げました。お願いします。 

○大同議長 文教厚生常任委員長。 

○松本聖司文教厚生常任委員長 料金の設定の基本の中で、利用者負担の関係であります。今、

少し触れさせていただきましたが、一般財源の持ち出しがふえている中で、原課としては上げる

ということも非常に大きな検討課題ではあったが、こういう経済状況の中、また、その中でどこ

まで認めてもらえるんだという中でこういう数字に落ちついたということで、具体的に利用料が、

全体の運営費の中で何％までが適正なんだというそういう議論までは深めてないということであ

りました。 

  あと、先ほどの金額の話ですが、これ、僕が本会議の中で聞かせてもらった記憶では、多分一

般財源の持ち出し、ふえるということではなくて、利用料の収入のことについてが１８０万円、

１００万円という、そういう議論だったかなというふうに認識しております。 

  そして最後、今後、景気の状況によってそういう考え方がまた変わることがあるのかというこ

とについては、基本的には議論の中でありましたのは、保育所との違い、保育所は土曜日昼まで

というようなことがありまして、この整合性をどうするんだというような議論がある中で、でき

たら、夕方までと同じような形にあわせたいんだけど、ただ一遍にやると、施設の問題や人的な

問題、いろいろなことがあってできないんですがということの中で聞かせていただきました。そ

れはまだ今後の検討ということで、それ以上、景気がよくなったら縮小するのかどうかというこ

とについての議論はございません。質疑はございませんでした。 

  先ほど２２年度で５,０２０万円ということでありました。１人当たりということであります

が、先ほど２１年度では意見交換の中で１７万円という話をさせていただきましたが、単純に３

００人で割ると、同じように１７万円というような数字になるのかなというふうに思っておりま

す。 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 先日も新聞で、土曜学級でしたか、実施する都道府県がある。土曜学級と
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いう、この間も申し上げましたよね、東京都の方でということで、それが土曜学級という名称の

ようでありますけれども、そういう中で、１年生、２年生、３年生は低学年、４年生、５年生、

６年生は高学年という、昔からそういう扱いになっとろうと思うんですけれども、今回、なぜ４

年生なのか。低学年に対して、家に帰っても父兄がいない。仕事に行っている。そういう中で、

もうしばらく預ける施設をということですよね。４年生、じゃ、今度５年生に上げるのか、６年

生に上げるのか。そのことを２月３日に申し上げておったんですけれども、何でもやっていくと

いうふうな理事者の姿勢なのか。いやいや、学年はもうここまでですと。４年生までしか考えて

おりませんわと言われるのか。いや、６年生までやるんだと。いやいや、中学校もやるかもわか

りませんでというそういう中身があったのかどうか。その限度ですね。困っている、困っている、

困っているということだけで、この施策を充実をしていくという、何かおかしな理念のもとにや

っていくということがいいのかどうかという疑問を持つわけですけれども、その中で、どこまで

拡充していくのかというところについての審査があればもう一度お聞かせ願いたいし、やはりそ

の辺の視点は、議員は当然持っておられるというふうに思いますので、これは重要なポイントだ

と思うんです。 

  そういう中で、もう一つ申し上げるなら、この緊急的な対策としての今回の条例改正なのかど

うかという点、再度になりますけれども、あわせて同じ意味ですけれども、お聞かせ願いたいと

いうふうに思います。審査の中身があれば、お願いします。 

○大同議長 文教厚生常任委員長。 

○松本聖司文教厚生常任委員長 どこまで拡充をしていくのかということについては、これは、

委員の中からもそのような質疑がありました。具体的に覚えている範囲でお答えさせていただき

ますと、市民のニーズがあれば、６年生まで、もっと言えば中学生までもあり得るのかという、

そういう中で、答えといたしましては、ニーズの結果、小学校４年生までが特に多かったので、

５年生、６年生ではなくて、４年生まで特に多かったのでということでありました。また、付随

して、ニーズということであれば、なぜ、利用に関するニーズだけではなくて、料金に対するニ

ーズの調査もしなかったんだという、こういうようなことが付随してあったということをあわせ

て報告しておきます。 

  また、経済状況の中での緊急的な措置なのかということについては、緊急的という意味の中で

の質疑はございませんでした。 

○大同議長 よろしいですか。田中議員。 

○１７番 田中議員 １７番、田中です。二つの点についてお伺いします。一つは今の質問にも
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関連があるんですが、他市のところを見てみますと、１年生からおおむね３年生とか、あるいは

１年生からおおむね１０歳未満とかいう幅を持たせた条例設定で、どうしても必要な方について

は、４年生、５年生、６年生でも受け入れるというような対応をされているところがあるんです

が、そういう部分での対置した検討がされたのかどうか伺っておきたいと。 

  それから、もう一つは、公平性という議論があったというふうにお聞きをしたんですが、この

サービス、行政の学童保育を受けたいというそういう必要な方が本当に受けられる、そういうた

めには、利用料の面でも所得が少ない方は引き下げる必要もあるのではないかというふうに思い

ますが、そういった検討もされたのか、伺っておきたいと思います。 

○大同議長 文教厚生常任委員長。 

○松本聖司文教厚生常任委員長 委員会の中の利用料の方ですが、公平性という中で、委員会の

中では引き下げというようなことについての質疑はございませんでした。 

  あともう一つ、４年生から６年生までの対応のことについても、柔軟性を持ってやるべき、そ

のことはどう考えているということについて、４年生までになったけど、それはなぜなんだとい

う議論はありましたけれども、受け入れに対して、柔軟性についてはどう考えているというよう

なことについての質疑はございませんでした。 

○大同議長 田中議員。 

○１７番 田中議員 確認をさせていただきます。今回の提案は、１年から４年生ということで

ありますので、５年、６年という受け入れはあり得ないというふうに受けとめたらいいでしょう

か。 

○大同議長 文教厚生常任委員長。 

○松本聖司文教厚生常任委員長 そのように思っております。 

  それと、先ほどちょっと言い忘れましたけど、受け入れの柔軟性の件に関してですが、パブリ

ックコメントの話も少し紹介させていただきましたが、４年生を受け入れる場合については、保

護者面談等もさせていただいて、しっかりそういう意味での指導もした上で、受け入れさせてい

ただくというそういうふうに説明をいただいたところです。 

○大同議長 ほかにありませんか。これで文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を終結いたし

ます。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。 

  本案に対しましては、平林議員ほか３名からお手元に配付しました修正の動議が提出されてお

ります。したがって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。平林議員。 

○１９番 平林議員 はい、平林です。議案第１号、京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例
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の一部を改正する条例に対する修正案を提出させていただきます。 

  地方自治法第１１５条の２及び京丹後市議会会議規則第１７条の規定により提出いたします。 

  修正の内容につきましては、第６条の１項の改定規定を削る。第６条第２項を同条第３項とし、

同条第１項の次に１項を加える。改正規定、これを削るものであります。 

  中身につきましては、利用料金の引き上げの提案部分を削除するという内容であります。 

  提出者は、ほかに田中議員、松田議員、森議員であります。 

  修正案の内容について説明をさせていただきます。 

  放課後児童クラブにつきましては、もともと放課後の子供たちが安全で安心な居場所を確保し

たいという、働く親、お母さん方の切なる願いからつくられてきた施設であります。京丹後でも、

旧峰山町では施設がなかったころ、働くお母さん方が中心になって、旧吉原小学校を借りて自主

的に行われていました。放課後児童クラブは保育所と同様に、共働き家庭にとってはなくてはな

らない施設であります。しかも女性の社会進出を保障するこういった大切な施設でもあります。

そして、この京丹後地方の大変厳しい経済状況の中におきましては、生活をしていくために共働

きをしていかなければならないという大きな部分もあります。そういう中で、対象児童の拡充、

土曜日の開所、網野北小での開所などについては賛成できるものですが、今回の利用料金の引き

上げについては反対をするもので、修正案において削除をお願いするものであります。 

  次世代育成支援対策行動計画を作成するに当たってのアンケートでは、子育てにはお金がかか

り、負担が大きいという声が上がっています。また、ある地域のお母さんにもお話を聞いてまい

りました。３人の子育て最中のお母さんですけれども、一番下の子供さんはまだ保育所へ通って

おられます。保育料が要ります。上の２人の子供は放課後児童クラブを利用され、本当にありが

たいと言っておられました。しかし、今回の負担料の問題、言いましたら、利用料の負担は、本

当に一生懸命働いている中で、この負担増は大変重たいというふうにも言っておられました。 

  就労支援、安心して子育てしてもらうためには、これ以上の負担増を行うべきではないと思い

ます。しかも利用料金は、与謝野町や福知山では３,０００円ということで、京丹後の半分で設

定されています。京丹後は、今現在は６,０００円なんです。このことを見ましても、高いとい

うことが明らかになりました。就労支援、子育て支援の立場から、今回、引き上げの提案を削除

することを提案いたします。 

  以上です。 

○大同議長 説明が終わりましたので、これより修正案に対する質疑を行います。奥野議員。 

○２０番 奥野議員 何点か質問をいたします。与謝野町でしたか、の方は３,０００円、高いと
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いうことですけれども、なぜ、その差が出るのかというところは提案者、調査されていると思う

んですけれども、お聞かせ願いたいと思います。こういう負担が高いのかも含めて、支払う、お

世話になる方への報酬、お礼といいますか、報酬がどうなのか。管理費ですね、維持管理、運営

費としましょうか、運営費がどうなのか。その辺も、当然、比較されてのことだろうと思います

ので、お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、提案者は、この利用料が安ければ安い方がいいのかということですね。これは、公

平性から見たときの問題があろうと思うんです。先ほど委員長報告の中でお尋ねしたら、１人１

７万円の公費負担になっておる。その負担も何もなしに、全額０円で利用料はいくということに

なると、この方々が１７万円の税金で市民全体のものからいただくということ、それが公平性と

いう観点でどうなのかということもありましょうし、また、片方、この施設を公平性という中で

見たときに、利用できる施設の箇所数をふやすというのは、これは、公平性という面では、当然、

どなたでも使いたい人には使える形にはしていかないといけないという意味では、確かに公平性

という部分では今回理解できるわけです、利用できる施設を新しく設けていくということについ

ては。あくまでも今回、修正案の方では料金の方を言われておりますので、今申し上げた、なぜ、

６,０００円のもとのままでという提案をなさっておるのかという点について、お聞かせを願い

たい。今の質問をさせていただいたことを中心にお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 まず最初の与謝野町の３,０００円の部分ですけれども、実際利用されてい

るお母さんにお話を聞かせていただきまして、与謝野町では３,０００円で、それでおやつ代も

１,２００円というようなことを聞かせてもらったんですけれども、すみません、行政の方で幾

らの管理費がかかっているかという部分については調査ができておりませんということが一つで

す。 

  それから、利用料は安ければ安い方がいいのかということで、０円でもいいのかという質問な

んですけれども、私は、今の京丹後市の状況を見た場合、先ほどの６,０００円、なぜ、６,００

０円なのかという部分に絡んでくるんですけれども、安い方がお母さん方にとっては本当に安心

して仕事も行けますし、子育てにも安心できるという部分では６,０００円に限らず下げればい

いというふうな立場で考えています。なぜ、６,０００円のままに戻したんかということなんで

すけれども、今回の修正案を考える中で、とりあえず上がった部分だけを削除しようという考え

のもとで、それ以上下げるという考えまで及ばなかったというのか、そこまで考えずに６,００

０円上がった分だけを削除しようという考えで、今回、提案をしたということです。 
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○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 安心して子育てをということの中で、今回、修正をということですけれど

も、他町、他市ほかと比べる場合に、やはり表に見えている数字だけで比べることが、今、本当

にどうなのか、というのは、例えば、そこで、管理費が、運営費がそこでのお世話になっておる

方々がボランティアでやるとなったときには、全く人件費がかからないわけですよね。今回、こ

ういう施設についてのウエートというのは、私、調査はしてませんけれども、人件費というのは

すごい高いと思うんです。公の施設を使いますから、施設費が幾らかかるだろうと思ったら、も

う電気代その他、その辺の燃料費ぐらいのものじゃないかなと思うわけです。そうすると、重立

ったものが人件費であろうと。その人件費が与謝野町ではどういう実態にあるのかというところ、

やはりここのところが一番の料金を見るときに、また、地域の中でその行政がどうこの子育て支

援をしていくかという基本的なところを見るということについては欠かせない要素ではないかと

私は思うんです。ただ安い、高いだけを比べるということだけでは、比較にならないと思えてな

らないんですけれども、もう一度その点についてお考えを、なぜ、今のこの提案に当たって、よ

その例を出されたのか、お聞かせを願いたいと思いますし、同じ質問を、先ほど委員会で審査さ

れたがという中身の中の質問と同じ質問をさせていただきます。限度は何歳までだとお思いでし

ょうか。中学校までとかいう審査の中身があったようですけれども、提案者は何歳までこういう

支援の施策をすればいいとお考えなのかについてもお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 まず最初の質問ですけれども、やっぱり私は、確かに奥野議員が言われる

ように具体的に行政の立場での料金的なものは調査しませんでしたけれども、子育てするなら京

丹後市でという文言をよく私も言わせていただくんですけれども、そういう中で、やはり安心し

てお母さんがお仕事に行ける、放課後をしっかりこの放課後児童クラブを使って子供たちが安心

してそこで過ごすことができるという立場に立って、少しでも負担が減ればという立場で調査を

しましたので、行政側からの調査が不十分だったことは確かだなというふうに今思いました。 

  それと、何歳までかと、何年生までかということなんですけれども、私は、私事ですけれども、

子供たちは６年生まで放課後児童クラブで利用させていただきました。そのころは、この地域で

はございませんけれども、そういう中ですごく縦割り集団の中でしっかり力をつけてくれたなと

いうふうに思うわけで、今、今回、４年生までということですけれども、私は必要があれば、６

年生まででも必要かなというふうに考えています。 

○大同議長 奥野議員。 
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○２０番 奥野議員 ３回目の質問になるわけですけれども、どうもお聞かせ願っておると、昔、

私が小さいときには、うちも共働きといいますか、母親も仕事をしてましたので、守りに出され

たんですね。守り。今はそういう守りという言葉があるかないかわからんですけれども、守りに

出した。守りしてもらうおばさんがおってということで、それで、預けてもらったらええ、預か

ってもらったらええというふうにしか聞こえないんです。その中身、中身が問題だと思うんです、

どのように預かってもらうか。 

  実は、きのう、一昨日、新聞、どこだったか、アイヌの方の話がありまして、アイヌの指導者

の７０過ぎの方が、教育は命だと言われた。まさしく教育というのは、親が子に与えるもの、そ

して、その親を支えていく、そういう教育を与えられる環境をつくっていくというのが行政の仕

事だろうと思っておるわけです。どこまで行っても親だと思うわけです。そういう中で考えたと

きに、いかにも、預かってもらったらええだけだ、親が働くために、親だけの理由で今言われて

おるように、私、聞こえてならないんです。 

  その辺で、やはりその預けた中で、どんな内容になっておるのか、サービス内容が。やはりそ

この実態との比較の中で、同じサービスが３,０００円でもできるじゃないかと。いやいや６,０

００円だったら、こんな手厚い預かりサービスができておると、京丹後市の場合はと、いろいろ

とあろうと思うんですね。そのところの違いがやっぱり提案者必要ではないかと思うんですけれ

ども、その比較になるようなことを認識されておるようでしたら、与謝野町のこの出されました

ので、どんなことが京丹後市と違うかというところがありましたら、お聞かせ願いたいと。私は、

ある意味では、京丹後市の最低のものを設定をされておるというふうに、これまでの議案で賛成

もしてきているんですけれども、その親が安心して預けられるというのは、ただ預かってもらう

だけではない。そこで与えられる、子育てに対して与えられる内容もしっかりと、満足できない

けれどもある程度あるという中での親の預ける考え方ではないかというふうに思いますので、そ

れについてもどういうお考えなのか、改めてお聞かせを願いたいというふうに思います。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 預かってもらったらいいというふうにしか聞こえないという質問だったん

ですけれども、私は、そうではないんですよ、実際。確かに今厳しい状況の中で共働きのお母さ

ん方がふえてます。そういう中で、本当に子供たちが家庭に帰った場合、一人でかぎっ子になる

というのは大変不安ですので、そういったところをこういった施設でお母さん、お父さんが迎え

に来てもらうその時点までしっかりと見てもらうというのはすごく大事なことだと思うんですけ

れども、一方、先ほども言いましたけれども、男女共同の、女性が社会進出していくという部分
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の中では、やっぱり必要な施設だというふうに思うんです。というのは、子供たちが学校では、

ここは放課後児童クラブというのは、子供たちの居場所づくりという定義もされているんです。

そういう中で、安心して、そこで縦割り集団の中でしっかりと子供同士の触れ合いがあり、また、

指導員さんのもとで、やっぱり生活習慣とかいろんな知恵を身につけて、お兄ちゃんなどの様子

を見ながら、放課後児童クラブの中で放課後過ごしていくという大切な事業の一つだというふう

に私は考えています。 

  ただ不況だから、働かなければいけないから預けるんだというのではなくて、その事業そのも

のが国もガイドラインを示していますように、すごく子供たちの成長にとって大切な事業である

というふうに理解をしておりますので、私は、この京丹後市の子育て支援という部分でも、本当

に大事な施策だというふうに考えます。 

  先ほども与謝野町で調べた場合のサービスの内容とか、お金だけじゃなくてサービスの内容に

ついての違いをしっかり調べて提案するべきじゃないかと奥野議員の方から言われたわけなんで

すけれども、今回、私としては値上げという部分がぱっと頭に浮かびましたものですから、金額

的なもの、おやつの状況がどうなっているかとか、そういった部分にしかいきませんでして、十

分な審査はそこまでしていませんでした。 

○大同議長 ほかに。三崎議員。 

○６番 三崎議員 ６番、三崎です。料金の値上げなのか、料金の適正化なのか、これは見解が

多少差があるかもしれませんけれども、この条例の目的として、保護者の就労等により放課後の

家庭保育が欠ける児童という部分があります。それに対して、これが利用料のみで運営費が賄わ

れる場合ですと問題ないと思うんですけれども、やはり先ほどの説明がありましたように、公費

がかなりの額でつぎ込んでおられる事業がなされているという中で、例えば、この夏休み、春休

みいろいろと中の利用時間、それから土曜日も一定の整理がされたという中で、料金を統一、６,

０００円のまま統一されるということは、それが果たして税の使い方として公平なのかどうかと

いう点については、どういうふうにお考えでしょうか。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 公平性についてという質問だったかなと思うんですけれども、私は、公平

性って、やはり京丹後市、行政というのは、この京丹後市で住み続けてもらうために、その人の

暮らしや健康、また生活を支援していくという立場で行政を行っていかなければならないという

ふうに思うわけで、公平性ということで考えますと、例えば、今回３００人程度の放課後児童ク

ラブ、先ほどのブロードバンドは１万２,０００世帯使われるから、ブロードバンドの方にたく



 

－145－ 

＋

さんの予算をという、単純に言った場合、単純に比べた場合、そういう考え方ではなくて、公平

性というのは、やはりこの京丹後市で子育てが安心してできる、支援していく、子育てを支援し

ていくという部分では、私はやはり行政の仕事だというふうに考えますので、そういった部分で

公平に税金をこうやって使う必要、ここにも使う必要があるというふうに考えます。 

○大同議長 三崎議員。 

○６番 三崎議員 例えば、土曜日ですね、これは、今回、第２項ということで、原案ですと、

１,６００円というものが提案されておるわけですけれども、そういったものも含めてすべて同

一料金でというふうなことに関しての説明を、平林議員の提案の内容とそこの部分の違いの考え

方について質問いたします。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 ６,０００円と、土曜日は１,６００円ということで、値上がって、統一料

金にしたことの違いの考え方ということなんですけれども、私は、ですから、今回の条例の提案

の中で、保護者にとって負担がふえると。だから、負担のふえる部分をとりあえず前の６,００

０円に戻すべきだということで削減をお願いしたいという考え方で、土曜日の１,６００円も削

除ということなんです。 

○大同議長 松本経一議員。 

○７番 松本経一議員 今の件です。この修正案のちょっとややこしい書き方なのかなと思って

おりまして、今、土曜日の件なんですけれども、土曜日も開設してはいけないという、削除がこ

の２項全部が削られていると、土曜日を開設する場所が、この条例の中になくなってしまうんじ

ゃないかと思いますが、それが１点です。ちょっと全部の条例を見てませんので、どこかに別の

場所に土曜日の開設できるものがあるということだったらあれですけれども、ちょっとその辺が

わかりませんので。 

  それから、料金につきましては、奥野議員の方からありましたように、やはり運営の形態につ

いてもさまざまな差があると思うんですが、かつて旧大宮町では、今の形態とは違うやり方でや

っておりました。社協さんにたしか委託をされていたと思うんですけれども、管理的には、その

方式の方が安いというような議論が、その当時はあったと思うんです。それが全市に同じ形にな

って、管理経費が上がってしまったというような議論が当時行われたというふうに覚えているん

ですけれども、料金を引き下げるということについて、奥野議員の質問にかぶるかもわかりませ

んけれども、この運営方式のコストダウンというか、そういうことについてのお考えというか、

そういうものを再度確認させてもらいたいと思います。 
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○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 土曜日の件なんですけれども、この場合、条例を確かに削除すると、土曜

日は消えるじゃないかということなんですけれども、土曜日の開設につきましては、規則の方で

決まっておりまして、時間的なものも規則の方で決まっておりまして、条例を変えなくても土曜

日の開設はできるということになっておりますので、私は土曜日をやめるなんていうふうには理

解はしておりません。 

  それから、料金の運営形態ですけど、社協でやっていたというときはもう少し安くでできたじ

ゃないかということなんですけれども、今回、先ほどの委員長報告の中でも、４月から業務請負

で総合サービス株式会社の方にというお話も委員会の中で少し出たんですけれども、一般質問等

でいつも言わせていただいておりますけれども、じゃ、安ければいいのかということですし、先

ほど奥野議員からもありましたけど、じゃ、放課後の子供たちをどういうふうな形でしっかりと

そこで、子供として成長させていくのかという大変大切な事業なんですよね、これはね。ですか

ら、私としては、安く上がるという観点で見たのではなくて、やはり京丹後市が責任を持って、

この施設、事業を運営していくべきだというふうに考えて、しかも、保護者の皆さんに負担がふ

えないようにするという立場で削除のお願いをしております。 

○大同議長 ほかにありませんか。由良議員。 

○１１番 由良議員 １１番、由良です。６,０００円を３,０００円に下げるということの料金

の設定なんですけれども、市の方もいろいろと運営費で、施設の設備費や人件費などいろいろそ

ういうこの厳しい状況の中で、大変その辺の運営費のことも考えて、その金額が考え出されたの

か。また、親の子供を育てる立場として、本当に安ければいいという考えだけで、親の意識向上、

ある程度金額を出しながら、その中で働きながら子供を育てるということの意味で、ある程度金

額はあって当然だと思いますし、まして、この６月から１万３,０００円、子育て手当というも

のがこれから助成金として出されるんですけれども、その辺のこともどのように考えておられる

んでしょうか。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 利用料金が安ければいいということでいいのかということなんですけれど

も、私は、この京丹後市で安心して子育てしていただくということでは、それは、下げることも

必要かなと思いますし、ただ、中身的なものについては、私は、安かったら意識が下がるのかと

いうと、そうじゃなくて、やっぱり持っていき方だと思うんですよね。やはり子供たちをどうお

母さんと一緒になって、そこの放課後児童クラブの事業として、お母さん方と一緒になって子供
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育てていくというすごい大切な事業だということを先ほど言いましたけれども、国もガイドライ

ンを決めてますので、指導員さんと一緒になって、また学校の先生たちとも一緒になって子供た

ちを育てていく意識を高めるということは、この事業の中で、お金の問題ではなくて、そこにお

られる指導員さん、また行政側も一緒になってやっぱり京丹後市の子供たちをしっかりと育てて

いくということは、この事業の中ではお金の問題ではなくて、別の対応の仕方があると思います

し、前回、委員会の中でお聞きしましたら、保護者会というんですか、ぞういったものもまだな

いようですので、私は、そういったものも実際つくられて、お母さん同士で子育てどうしてると

か、どんな悩みがあるかとか、そういったことまでもできるような放課後児童クラブの事業が必

要ではないかなと、お金の問題だけではないというふうに考えます。 

○大同議長 ほかにありませんか。吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 ２１番、吉岡です。先ほどの松本経一議員の６条の２項の件、土曜日

の件を今平林議員は規則で開設できるようなことを言われてますけれども、規則の第３条では、

クラブの休業日は次に上げる日とする。１項で土曜日及び日曜日となっていますので、この２項

を削ると、開設はできないというふうに理解するんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 私も最初、ちょっと委員会の中では森口委員の質問の中でそういうことに

なるのかなということで、ちょっとそういう理解をして委員会の中では答弁させていただいたん

ですけれども、ちょっと課長に確認をしました。そしたら、規則の中でできるというふうに答弁

いただきましたもので、きょうはそういう答弁させていただきました。 

○大同議長 森口議員。 

○４番 森口議員 常任委員会の者も質疑ができるようなので、改めて確認をさせてください。

委員会のときにも先ほど申し上げましたように、平林議員がご提案されるとおりにすると、土曜

日の開設の可能性がなくなるのと違いますかということをお伺いして、その時点では、平林委員

からは土曜日開設できなくてもいたし方ないというご答弁をいただいていると思います。 

  その中で、今回、委員会での修正の後、改めて、それは否決されたという中で、改めて修正を

出されるということですので、この土曜日の開設について、どのようにお考えになったのか。仮

に、６条の第２項の部分の削除のやり方を変えれば、土曜日に利用する場合はという言葉を残そ

うと思えば可能だったんじゃないかなと。条例の方に土曜日の利用がうたわれれば、規則の方も

変えざるを得ないと。これ、このままばっさりやってしまうと、規則を変える必要は、理事者側

の方が土曜日が開設したいという思いがない限りはできんことになりますよね、議会としては規
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則の方をさわることはできませんので。そのあたりについて、当然、条例等にも詳しい方がたく

さん賛成者の中にもいらっしゃる中で、あえて土曜日の利用について、困難になる修正を出され

るというのは、提案者の本意からすると違うんじゃないかなと。その中で、あえて料金を切るた

めには、料金の値上げを阻止するためには、土曜日の開設が困難になることはいたし方なしとい

う考えで、委員会のときの提案どおり変わりがないのかどうか。そこについて、土曜日をね、利

用を求められている方もたくさんいらっしゃると思いますし、委員もその辺については、土曜日

の利用は本来やられるべきだというお考えだということを想像する前提でお伺いするんですが、

土曜日の利用について、もう一度、ご答弁をお願いします。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 確かに委員会の中では、それを指摘を受けて、すべてを削るということで、

今までの時間があった中で、なぜ、ここを削ってしまったのかと、委員会と同じようにというこ

となんですけれども、私はこの規則で変えられるというふうに理解し、また、理事者側も今回、

安易に土曜日を開設するという期待をして、行政側に、そのまま削ってしまったんですけど、そ

ういう答弁おかしいか。そんな答弁はあかんかな、ちょっと座らせていただきます。 

○大同議長 暫時休憩されますか。 

○１９番 平林議員 はい。 

○大同議長 ここで１１時３０分まで休憩します。 

 

午前１１時１９分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

 

○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  平林議員。 

○１９番 平林議員 休憩に入るまでに土曜日の実施についての質問の答弁ですけれども、先ほ

どの答弁はちょっと削除させていただいて、改めて答弁させていただきます。 

  土曜日の開設の件なんですけれども、理事者の提案というのは、今回の一部改正については土

曜日は実施するんだという前提で提案をされています。しかも提案理由の中には利用料の一部を

見直すということで、利用料の改正ということになっておりまして、ですから、土曜日は、しか

も規則で改正できるということですので、私はその点は矛盾はないというふうに考えます。 

○大同議長 森口議員。 
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○４番 森口議員 そうしますと、当然、条例の提案ということですので、当然、すべてを包括

的に考えて理事者側の提案というのはなっておるんだろうと。土曜日の開設については、国の補

助金の問題等々も踏まえる中で出てきておるという中で、そうしますと、修正案をご提案されて

いる平林議員におかれましては、土曜日の利用料がなくなって、条例の中には土曜日利用の文言

ということはすべてなくなっても、理事者の提案は土曜日開設することについては変わらないと

いうふうにご本人が思われているということなのか。理事者の方の質疑等の中で、仮に土曜日の

月額１,６００円というのがなくても、規則で改正をすれば土曜日の開設はできますので、そう

いう意味で、土曜日は開設をされると、この修正案が可決された場合でも、土曜日の開設はされ

るという前提で提案をされているということでよろしいんでしょうか。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 市長本人には質問はしてませんけれども、私は一応、市の、行政側の、理

事者側の説明は土曜日を開設に基づいた料金設定ということですので、それはその立場でという

ことで理解します。 

○大同議長 ほかにありませんか。これで修正案に対する質疑を終結いたします。平林議員、御

苦労さまでした。 

  これより討論を行います。まず、原案賛成者の発言を許可いたします。（「順番」の声あり）

それだったら言わせてもらいますけれども、まず原案賛成、次に原案、修正案ともに反対、次に

原案賛成、次に修正案賛成、これの繰り返しになります。修正案賛成は４番目ということでご理

解いただけましたら、よろしいでしょうか。 

  それでは、討論に入ります。原案賛成の方、お願いします。行待議員。 

○８番 行待議員 ８番、行待でございます。それでは、原案に対しまして賛成の立場で討論を

させていただきます。 

  原案の改正案は、新たに網野北小など開設場所の増設、また受け入れ学年を３年生から４年生

に、そして、土曜日の開設や開設時間の延長など、まさに子育て支援策として、今、その世代に

求められる最も必要とされる改正案であると考えております。受益者負担の問題もありますけれ

ども、日数や時間のサービスに見合った相当の額とするものでありまして、市の財政状況及び負

担の原則からしても公平性、妥当性が図られたものでありまして、ましてやサービスが低下する

わけではないわけでございます。本来の子育て支援を金額だけの議論をするものではなく、ニー

ズに沿った内容の充実を目指した改正であると考えております。 

  ただし、今後のニーズや費用対効果など、今後の放課後児童健全育成事業の拡大の考え方がど
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うあるべきなのか。また、４月から総合サービスに委託されるとのこととなっておりますけれど

も、指導員の低下と責任のあり方について十分な協議がされますことをお願いしまして、賛成討

論とさせていただきます。 

  以上です。 

○大同議長 次に、原案、修正案ともに反対者の発言を許可します。次に、原案賛成者の発言を

許可します。原案賛成者です。奥野議員。 

○２０番 奥野議員 先ほども申し上げては一部おるんですけれども、この施策を展開するなら、

当然、公平性の中で、サービス施設の数をふやすのは当然であります。また、一方、不況の中、

今日の提案を緊急避難的施策として私はとらえております。そういう中で、不況の中での料金の

値上げには疑問を持つところでありますけれども、サービスの充実により子育ての支援と、子供

の健全育成を推進することができるという提案理由、当然、委員会でも審査をされ、確認をされ

ておる中で、今回の利用料アップ、負担増につきましては、利用者にも理解され、また、サービ

スの充実ということになれば、いたし方がないとも考えております。そういう中で、今回の条例

の改正につきましては賛成をいたします。 

  以上です。 

○大同議長 次に、修正案賛成者の発言を許可します。田中議員。 

○１７番 田中議員 １７番、田中です。修正案に賛成の立場で討論いたします。 

  総合計画や次世代育成支援対策行動計画においても、子育て家庭等の経済的負担の軽減が述べ

られています。暮らしや福祉を充実する京丹後市の重要な施策としてこの制度が実施をされてお

り、そういう重要性からかんがみ、一般財源からも税金が投入されている。そういう事業であり

ます。しかし、この地域の経済状況、子育て世代の皆さん方の暮らしの実態をしっかりと見据え

ていく必要がある。そういった点では、京都府内の経済統計資料におきましても、１人当たりの

地域別分配所得の指数におきましては、京都府を１００とした場合、丹後地域は６５.７です。

金額にして１００万円少ない。中丹地域と比べてみましても５０万円も所得が少ない。そういう

ところをしっかりと見据えていく必要があります。 

  多くのお母さん方から、子育てに対する負担が重い、軽減をしてほしいという願いが寄せられ

ています。そういったことを考えながら、近隣の市町村を見てみますと、福知山市は９月に改定

をされました。３,０００円の１カ月利用料です。綾部が４,０００円。宮津市が４,０００円。

与謝野町は３,０００円。京丹後市は既に６,０００円となっています。こういったことをしっか

り見る必要があるというふうに思います。公平性についても述べられていますが、本当に必要な
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方がこのサービスを受けられる。料金が上がることによって、受けたい人が受けられない、そう

いうことがあってはならないというふうに考えます。公平性を逆に欠いていく、そういう料金の

引き上げであるというふうに考えるわけです。 

  以上をもちまして、修正案に賛成する立場からの討論といたします。以上です。 

○大同議長 次に、原案賛成の方。由良議員。 

○１１番 由良議員 １１番、由良です。先の見えないトンネルの中を走り続けるような社会状

況の中、大変会社の倒産から失業、雇用不安、生活不安の重なる中で、今ある仕事、環境の中で

子育てに悩む市民の声は充満しております。今ある仕事を継続していくには、児童クラブの４学

年引き上げと土曜日利用は共稼ぎのご家族、ひとり親家族の方々など、少子化の中、なおさら期

待は高まっております。子供が安心して活動できる場を確信することと、条例改正により公募の

数が６０名以上今あると聞いております。まだまだ人数はふえることと思います。子供さんが一

人自立して、安心していただけるよう、一つのステップとして早急に対応していくべきだと思い

ます。賛成討論とさせていただきます。 

○大同議長 次に原案、修正案ともに反対の方。次に原案賛成の方。森口議員。 

○４番 森口議員 ４番、森口です。議案第１号、京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の

一部改正について、賛成の立場で討論いたします。 

  先ほどから子育て支援、子育て支援という言葉が飛び交っておりますが、もちろん賛成の立場

でございますが、この本当に放課後児童クラブを拡充することが子育て支援につながっているの

かどうかについては、私は疑問を持っておる一人であります。親の就労支援としては当然やって

いかなければならない事業、また、それが必要、４年生の子供においても必要な世帯があること

は認めておりますので、この条例の改正そのものには賛成をいたしますが、一言言わせていただ

きたいのは、この市役所の中で、一体何をもって子育て支援なのか。一体、子供の幸せとは何な

のか。このあたりがしっかり議論されていない。このことは、議会、あるいは先般までありまし

た特別委員会の中でもさんざん指摘をさせていただいた。 

   その中で、ニーズが高いというふうにおっしゃいましたが、ニーズについては、今の利用者

に対して調査をしただけで、それ以上の調査は全くない。そんな状態で、今、利用を求めている

人に対して４年生までのニーズを伺ったところニーズが高かったと。本当にこれが京丹後市とし

てのニーズの調査なんでしょうか。このあたりについて、これからしっかり検証していただきた

い。 

  料金につきましても、修正案が出ておりますが、委員会の審査の中では、１万円を超えるのは
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どうかという中で、最大９,６００円云々というご説明がありました。本当に料金の設定という

のは、こういう考え方でいいんでしょうか。合併したときに、旧町で何カ所かやられていた児童

クラブの平均的なところをとり、さらに他市の状況と金額を比べる中で、この金額ということが

出てきたわけですが、他市の状況につきましても、送迎の状況がどうなっているのか。運営主体

がどういう運営主体なのか。例えば、京丹後市で今やっておられるファミリーサポートのような

形に近い運営なのか、本当に行政が送迎からすべてをしっかりとやっている事業なのか。そのあ

たりについても質疑の中ではご説明は、そこまでは調査していないということでありました。土

曜日の開設につきましては、国の補助金等の見直しの中で、土曜日を開設するということも決め

られたわけですが、質疑の中で出ました、じゃ、保育所の半日というのをどう考えるんだという

ことについても、今後の課題ということでありました。 

  今まで言わせていただいたように、放課後児童クラブそのものについてのニーズについても、

本当に必要な方は確かにあるというふうに思っておりますし、現場を確認させていただいたり、

いろんな子供を育てる親御さんたちなんかに聞かせていただいても、一定のメリット、例えば、

子供たちが自分の小学校以外の子供とおつき合いをさせていただける、交流ができるというよう

なことについては、一定のメリットはあると思いますが、市の政策として、原価規格であります

とか、費用対効果、こういうことについて十分な検討がされていない。それから、ニーズの調査

についても、本当に政策全体の中で、市民すべての方からの負担をどういうふうに考えているの

か。これについてもまだまだ不十分だというふうに思います。 

  今の京丹後市の政策の中では、小学生の保護者が入院等をされて見れなくなった場合に、預か

っていただくことはできるようになっていますが、小学校に通うことはできない状況になってお

ります。そういうところにもしっかり目を向ける中で、本当の意味での子育て政策が実現される

ことを願いまして、賛成討論といたします。 

○大同議長 次に、修正案賛成の方。森議員。 

○１８番 森議員 １８番、森です。まず、この条例についての基本的な我が等議員団の考え方

を申し上げたいというふうに思います。 

  安心して子育てをしていくという支援のこの条例であります。その点については、我々として

もこの施策については、むしろ高く評価をしております。ただ、今回の条例改正についての負担

増になることについて反対だという立場であります。まず、そのことをはっきりさせておく必要

があるというふうに考えます。 

  それから、次に、先ほど来から出ております公平性の問題、他町との比較等が質疑等の中で出
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ておりました。まず公平性とは何ぞやということです。これはもう世界の共通したもの、能力に

応じて負担をする。これは国保についてもそうです。保育料についてもそうです。すべての分野

に渡って、むしろそれをすべてを共通にしてやることの方が問題がある。だから、公平性の原則

というのは、能力に応じて負担をする、ここが出発点であるべきだというふうに考えております。 

  他町の状況です。田中議員もこの厳しい中における負担の増は余りよろしくない、与謝野町は

なぜ低いか。女性町長としての福祉に大変な力を入れている。このことも他の施策、中学校卒業

までの子供の医療費の無料化等についても、福祉に対する福祉の町をつくるんだという、そこの

京丹後市政との違いはある。あの財政状況、京丹後市よりも厳しいと言われる宮津市でさえ、６,

０００円も取ってない、４,０００円。そういう点で、その点から考えた場合、今日のとりわけ

丹後をめぐる経済情勢の厳しさ、暮らしの厳しさ、このときに値上げをするなどということはと

んでもないことだというふうに考えております。 

  そういう点から見て、今回の一部改正については、反対をし、修正案には賛成をいたします。

以上です。 

○大同議長 次に、原案賛成の方。修正案賛成の方。ほかに討論はありませんか。これで討論を

終了いたします。 

  それでは、議案第１号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について、採決

に入ります。 

  まず、本案に対する平林議員ほか３名から提出されました修正案について採決いたします。本

修正案に賛成の議員は起立願います。 

       （起 立 少 数） 

○大同議長 起立少数であります。 

  したがって、修正案は否決されました。 

  次に、原案について採決いたします。本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決す

べきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。 

       （起 立 多 数） 

○大同議長 起立多数であります。 

  したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

○大同議長 次に、日程第４ 平成２１年 議案第１８６号 京丹後市八丁浜シーサイドパーク

指定管理者の指定管理についてを議題といたします。 
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  本議案につきましては、産業建設常任委員会に付託し、閉会中の継続審査となっていましたの

で、２月３日及び４日に委員長報告を行いましたが、議会の議決により再度産業建設常任委員会

に付託となっていたものであります。これから産業建設常任委員長の報告を求めます。 

  産業建設常任委員長。 

平成２２年２月８日 

京丹後市議会 

  議長 大 同   衛 様 

                              産業建設常任委員会 

                                 委員長 松 田 成 溪 

 

    委員会審査報告書 

 本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第１００条

の規定により報告します。 

記 

１．付託事件及び決定 

   平成２１年 議案第１８６号  京丹後市八丁浜シーサイドパーク指定管理者の指定につい 

                  て 

    原案 可決すべきものと決定した。 

２．審査の経過 

   ２月８日   所管部長等から説明の聴取及び審査のまとめ並びに決定 

○松田産業建設常任委員長 それでは、産業建設常任委員会の審査報告を行います。 

  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第１００

条の規定により報告します。 

  記。１、付託事件及び決定。平成２１年 議案第１８６号、京丹後市八丁浜シーサイドパーク

指定管理者の指定について、原案可決すべきものと決定した。 

  ２、審査の経過。２月８日、所管部長等から説明の聴取及び審査のまとめ並びに決定を行いま

した。 

  それでは、審査の概要を報告申し上げます。 

  まず、企画総務部長から本会議で指摘を受けた、担当部が行った一連の行為に違法性等問題点

はなかったかなどについて説明を受けました。一つは、指定管理者制度関係法令に照らして問題
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がなかったかどうかについてであります。関係法令に照らしても、また制度に照らしても、法的

な問題はない。つまり今回の行為は、候補者であるという認識のもと、あらかじめ必要な事前の

準備をする行為であり、違法な行為ではないという説明を受けました。 

  二つ目に、今回の市の担当者による行為は、政治倫理条例に抵触しないかという点についてで

あります。政治倫理条例は、市長、副市長、教育長、そして議員を対象とする条例であるので問

題にならない。なお、今回の職員の行為は市長からの指示で動いたわけではない。以上のような

説明を受けました。 

  企画総務部長は、この後、総務常任委員会への出席を控えておられましたため、まず、企画総

務部長の説明に対する質疑を行いました。主な質疑をご紹介いたします。技研サービスが指定管

理者として決まっていない段階での職員の行動が政治倫理条例に抵触しないからいいのかという

ことが問われているんだ。その点はどうかという質問がございました。これに対しては、必要な

事前の準備行為ということで、事前に調整されたということなので、政治倫理条例に照らしても

特に問題があったとは考えていない。指定管理者が確定した後に、その指定管理者に移行する手

続が円滑に進むような必要な事前の準備行為であったと理解しているという答えでございました。 

  次に、議会で審査をしている段階で、そのことは議決に非常に影響をもたらす行為であった。

事前準備ということでは済まないような気がするがという質問に対しては、指定管理者として、

決定したという段階ではないが、事前の必要な準備行為というのは、事務手続上行うことはある

という答えでございました。 

  次に、便宜供与という点についてはどうかという問いに対しましては、あくまで技研サービス

の提案内容、運営協議会などの提案内容について理解を求めたものであって、決して便宜を図る

ということでは全くなかった。こういう説明でございました。 

  企画総務部長はここで退席をされ、引き続き建設部長から説明を受けました。まず、３日から

４日にかけましての本会議の中で出された問題でございますが、１月２５日の委員会での部長の

説明に矛盾があるというこの点についてでございます。この点についての答えは、現在は、地元

との協力関係はまだできていないのが実態である。こういう説明でございました。 

  二つ目に、委員会審査中に応募団体と話し合いを持たれた点についてでございます。委員会審

査の中で、地元との関係について心配をいただくような多くの質疑を受ける中、技研サービスの

提案内容、それから実績を応募団体に説明して理解を得たいという思いからの行動である。また、

１月８日、技研サービスと地元業者を会わせた件については、４月までの時間が余りなくなる中

で、地元の状況を把握していただければとの思いから行ったものである。この一連の行動につい
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ては、議決前の準備行為として行ったものであり、談合云々については議会で申し上げたとおり

である。しかし、事前の準備行為とはいえ、審議中であり、配慮が足りなかったと反省している。 

  ３点目に、基本協定書の第９条の甲が行う業務の範囲の中に、不払い利用料の徴収業務がある

点についてであります。これにつきましては、地方自治法の改正により、指定管理者制度が発足

した当時、総務省通知の中で指定管理者に行わせることができないものとして、使用料の強制徴

収がある。この強制徴収は地方公共団体の長のみが行うことができる権限であることから、甲が

行う業務とした。しかし、このままでは誤解を招くと思うし、また、このことは当然のことなの

で、この項目が要るかどうか、今後、検討したい。 

  以上のような趣旨の説明を受けました。質疑を行いました。ご紹介いたします。まず、１２月

議会の議会軽視に対し、反省を求める決議に対する部長の受けとめはどうかという問いに対しま

しては、重く受けとめる。発言の訂正等によって二転三転という形になっており、非常に申しわ

けないということは本当に思っているということでございました。 

  法的には問題がないということだが、委員会での発言内容の取り消しが問題になっている。委

員会に対する報告の内容に誤りがあったと。そのことが１２月議会の議決に抵触している。あっ

たことですね。そのことに対する思いはどうかという問いに対しましては、誤った発言というの

は、確かにそうなっているので、まことに申しわけないということに尽きるということでありま

した。 

  次に、１月８日のＡ者からの電話の内容、それから、１月２０日のＡ者の方の発言、これは実

際どうだったのか。これは本会議で出された内容でございますが、この点につきましては、１月

８日Ａ者が技研サービスと会われているが、別れられてから、Ａ者から部に電話があった。その

中に、大変いい方ですね。考え方がすばらしいという発言があったので、部としては好印象、好

感触を持ったということである。お断りがあったというような発言は一言も聞いていない。それ

から、１月２０日にＡ者の方がお見えになり、８日の日には、私は協力するとは言っていません

よ。一貫して、私は抜け駆けして、私だけが協力するということはあり得ませんよという念押し

のコメントがあったということでございました。 

  この後、意見交換を行いました。３名の委員から意見がございました。ご紹介いたします。委

員会に対する報告は正確でないと、委員が判断を誤る。部長の説明は、納得できないという思い

で聞いた。１２月議会の決議との関連では、受けとめが軽いという印象を持った。結局、１２月

の継続審査とした時点に戻った。この委員会で結論を出すことには無理がある。 

  それから、次の委員の意見でございます。これ以上、審査を続行しても、地元との関係につい
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ては、余り進展が見られないということも感じる。審議を尽くして妥当な審査がなされたと解釈

する。 

  もうお一人の方は、本会議における問題点について、一定の根拠に基づいた説明がなされ、了

解した。しかし、今回、誤解を招いた行為については、今後、そのようなことがないようにしっ

かりとした対応を望む。このようなものでございました。 

  これを受けまして、本日の、２月８日のことで、結論を出すかどうかについて諮りました。そ

の結果、賛成多数でこの日に結論を出すことに決定いたしました。 

  討論では、１人から反対討論、３人から賛成の討論がございました。反対討論を紹介いたしま

す。まず一つには、指定管理を進める準備の段階から不十分さがあった。特に地元の団体や業者

のごく一部にしか事情聴取されていない状況があった。そういう中で、強引に指定管理に持って

いき、今回の提案になった。そういう経過も疑問だ。二つ目には、提案されてからの説明の中で、

地元との関係がうまくいってないということも言われ、自分としては、活用するのは地元の方な

ので、そこと協力関係もでき、うまくやっていくのがベストだと思い、継続審査の提案もした。

これが１２月の段階だ。１月１４日の説明では、協力が得られる確約ができているかのような説

明がなされ、その後、これが取り消されるという経過をたどった。自分としては何を信頼したら

いいのかという思いになった。結局、１２月の継続審査の時点に戻ったという状況が今日も続い

ている。したがって、指定管理にするのではなく、これまでどおり市が直営でしばらく運営しな

がら、地元の団体、業者を育成していくということが、京丹後市のやるべきことではないかと考

え、本議案には反対する。 

  次に、賛成討論を紹介いたします。八丁浜シーサイドパークは多くの公費をつぎ込んで完成し

た施設であり、大勢の人が利活用できる適正な管理運営が求められている。維持管理費の縮減、

民間の管理技術に関する知恵やノウハウについても審査が行われた。運営協議会の構想において

も、地元を機軸とした良好な関係が触れられており、ほぼ提案内容の担保ができていると思うの

で、選定委員会の選定結果に賛同し、本議案に賛成する。 

  賛成討論二つ目でございます。今回の選定結果は、選定基準にかなったものであると考える。

運営協議会については、技研サービスもこれを設置し、地元との協力関係を求めていくという姿

勢も十分ある中で、好結果に移していけるようなシステムであると思う。地元側からも、今後、

市とも、指定管理者とも対応して、より深く必要な話し合いはされると思うが、その中で、この

施設がよりよいものになると思うので、賛成する。 

  三つ目の賛成討論でございます。八丁浜シーサイドパークは、旧網野町時代から長年にわたっ
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て整備され、市民に親しまれる都市公園として管理運営がなされてきた。このたび、指定管理制

度に移行するということで、技研サービス株式会社という選定結果になった。その提案内容から、

管理運営についてのさまざまなノウハウが本市の今後に好影響を与えることが期待される。今後、

幅広い市民の協力のもと、これまでにも増して、多くの市民に親しまれる公園として運営が行わ

れることを期待して賛成する。以上が討論の内容、概要でございます。 

  採択の結果、賛成多数で原案可決すべきものと決定いたしました。 

  以上でございます。 

  （「議長、議事進行」の声あり） 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 今、委員長報告がなされたわけですけれども、議長に整理のかげんでお尋

ねをします。再付託という行為を２月４日の２時半ごろやりました。以前の何らかの審査も決定

もされていない状況に戻して、改めて審査をやり直すという行為であります。これは、同じ委員

会に付託されるのか、いやいや、別の委員会に付託されるのか、または新しい委員会を設けて付

託するのかという、どういう形であれ、再付託というのは以前の何らかの審査、決定もリセット

されるということであります。今の委員長当答弁をお聞きする中で、賛成討論の中に、運営協議

会の構想においても地元を基準とした良好な関係が触れられておりまして、ほぼ提案内容の確保

は担保できると。この件は、まさしく委員会で取り消された内容であります。そのことをまたぞ

ろ持ち出して、賛成討論をしておる。こういうのを再付託というのでありましょうか。再付託、

審査の中身にもない、取り消されたことをまたぞろ持ち出して討論をやるというのが、本当にあ

っていいことなのかどうか。 

  そして、今回のこの再付託された議案に対しまして、私も多くの質問を理事者側にも投げかけ

をさせていただきました。先ほどの議運でも申し上げたわけですけれども、本会議上で出た質疑

につきましては、付託された委員会はもう一度審査をやるというのが、私たちの付託された委員

会での鉄則であります。確かに委員会審査独立の原則というものがありますけれども、しかしな

がら、そういうものがあるとはいえ、それ以前の委員会として、付託された委員会として責任持

った審査のありようというものは、当然あるわけでございます。そういう中で、今回、今の委員

長報告を聞く中で、再付託され、前回のこれまでの説明の中で、何度も取り消された中身という

ものが持ち出されておるということを一つ。それと、今も申しました委員会独立の原則とはいえ、

質問内容がすべてとは言いません、肝心なことが審査されてないということ、このありようがあ

ります。 
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  そういう中で、議長の見解をお聞かせ願いたいと思います 

○大同議長 ただいま奥野議員から議事進行が出されました。私の見解をお答えさせていただき

たいと思います。 

  まず、先ほど奥野議員が言われましたように、審査独立の原則というものが一方で存在してお

ります。議長の監督権におきましては、具体的な議案審査の内容にまで踏み込むことはできない

という解釈をさせていただいております。そういった中で、今回どのような、今委員長報告がさ

れた。その内容をよしとするか、悪いとするか、そういった判断について入るのは、議長として

の判断ではないと私は考えております。そういった中で、委員長報告に基づき、ただいまありま

した内容につきましても、再付託としてそれが適切か、不適切なのか、それらも含めまして、こ

の本会議の中で全議員さんが判断されることであると思っております。それらにつきまして、今、

奥野議員から議事進行がございましたが、全議員さんが判断されて、その上で対応されるという

ふうに考えておりますので、私の方からはそれに対してどうすべきという話はないと考えており

ます。 

  （「議長、議事進行」の声あり） 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 議会というものは生き物だ。しかし、多数決であれば、何でもオーケーと

いうことを今議長は述べられたような気がする。みんなで決めていただく。本当にそうだろうか

なと。侵してはならない原則というものがある。申し合わせというものがある。そのことについ

て、今の議長のご返答については、少し大きな疑義を持つものであります。 

  もう一つ申し上げます。１２月１８日に２業者を呼ばれて、議長、やられたことについて、２

月８日の最終の今報告がありました委員会で、担当部長は、議会が、委員会が地元業者との協議

について、何度も心配されるから、１２月１８日の協議は持ちましたという発言をされておりま

す。それは、２月８日に限っても３回されております。議会の議長、せいなんですよ。１２月１

８日。ああいうことは官製談合ではないかという私は質問した。そのことについて、あれをやっ

たのは、委員の皆さんが言われたからですよ、だから設けたんですって、３回述べられておる。

こんなこと、議会が、委員会がそんなことを申されてはいないんです。それを、そういう形でや

る。こういう説明がなされたということは、委員会、理事者の進め方として、説明として本当に

いいのか。１２月２２日の決議を思い出していただきたい。どういう決議を全員賛成で行ったん

ですか。そのことを見たときに、ああいう説明がまだその後からもなされておるという実態を私

は危惧するわけです。 
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  そういう中で、こういう実態があるということについて、議長は、今、私の口から初めて聞い

て知り得たかもわかりませんけれども、これについてのコメントもいただきたい。 

○大同議長 私の方から今の議事進行についてお答えをさせていただきたいと思います。 

  まず多数という考え方を言われましたけれども、私は、４日の深夜に及ぶ議会におきましても、

無理やりに進めようという話はしておりません。基本的には、皆さんが質疑を尽くした上で、議

会運営委員会で諮っていただくのが一番ベストであると考えております。私の判断、個人で判断

することはないという意味でありまして、そこは十分ご理解いただきたいと思います。基本的に

は、議会運営委員会で方向性、議案の審査のありようについては考えていただいたらよろしいか

なと思っております。 

  それから、次に、先ほどありました件でありますが、委員会におきまして、執行部側がといい

ますか、部長がそういう説明をされましたということでありました。これは、私自身がどのよう

に判断するかという部分、これもまた判断を述べよということでありますが、基本的に議会が何

を言ったとしても、執行部側は法的に正しいことをやってもらわなければならないわけでありま

して、それに左右されるものではないと考えております。そういった中で、説明につきましても、

各議員の皆さんが、それらの説明をすべて受けた上で判断していただくものと考えております。

私は以上の考え方であります。 

  また、１２時半を過ぎましたら、私の方から一たん話をさせていただこうと思っておりました

が、きょうは皆さんも御存じのように、２時より議会の研修会を予定しておりました。その中で、

議会における議案審査のあり方についてということで、まさに今にかかわっております。この問

題とも密接にかかわる問題で、元全国都道府県議会の議長会の議事調査部長の野村さんに来てい

ただきまして、議案審査のあり方というものをそのまま研修することがあります。その終了後に

また議会を再開させてもらって、その中でも取り扱いをどのようにすべきかということも議論い

ただいたらいいのではないかと考えておりました。もう既に１２時２０分を回っております。で

きましたら、少しでも質疑をした上で、質疑の内容も含めて判断ができればと私は考えておりま

したが、どうでしょうか。（「異議なし」の声あり）（「休憩」の声あり） 

  ほかに意見はありませんか。 

  それでは、今、私が言いましたように４時４０分まで休憩いたしますが、よろしいですか。４

時４０分であります。今後、理事者におきましては、１時からちょっと辞令交付か何かがあると

も聞いておりますし、これは、我々議会が事前に議員研修会を組んでおりましたこともありまし

て、日程が変わった中で、ちょっと時間を変えているという部分もございます。そういうことで
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ありますので、ここはご理解いただきまして、１６時４０分に本会議を再開させていただきたい

と思います。 

  なお、ここでもう一つ皆さんにご了解を得たいことがございます。１６時４０分に再開すると

いうことは、すぐに５時が来ます。本日の会議は、この後追加を予定されております議案につき

ましても諮ることをご了解いただきたいと思います。５時を超えても本日の会議はすべての議案

の審査が終了するまでということでご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○大同議長 ご異議なしと認めます。 

  本来でしたら、こんなに早くそういうことをとるのは問題はあると思いますが、本日の場合は

特別な日程になっておるということで、１６時４０分に再開させていただくということでご了承

をお願いしたいと思います。 

  それでは、この後、議員研修会等を行いますので、よろしくお願いいたします。それでは、こ

こで休憩いたします。 

 

午後 ０時２３分 休憩 

午後 ４時４０分 再開 

 

○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、引き続き産業建設常任委員長に対する質疑を行います。奥野議員。 

○２０番 奥野議員 午前中に続いてということで再開されたわけですけれども、ここにおる議

員全員が先ほど研修会で学ぶことができました。理事者の方が、議長の方で整理をしていただき

たいんですけれども、事前の必要な準備行為ということで、落選をされた２者に対して、１２月

１８日及び１月８日に２日間にわたり協力要請をするという行為はあるべき行為ではないという

お話を聞かせていただきました。そして、指定管理制度につきましても、提案する理事者側は説

明責任を果たすことが必要だ、加えて落選された、採用していただけなかった人たちがオーケー

と言えるような具体的な理由が必要だという通達があると。国の通達があるというお話も受けま

した。 

  今回のこの指定管理につきましては、議長の手元にも届いていると思いますけれども、市民に

よる市民のための施策の確立という、要望書と私はあえて申し上げますけれども、スポーツクラ

ブから出ております、疑義があるということで。それともう１者につきましても、１月２０日、
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直接来られたということで、先日の２月８日にも課長が言われてますもう１者につきましても、

協力するといって市役所に申し上げたことは一度もないということがあります。 

  そういう中で、産業建設委員会につきまして、この審査のありようについて、議長として、や

はり指導すべきことがあるのではないかと思うわけですね。その点について、議長のご見解をお

聞かせ願いたいと思います。 

○大同議長 ただいまの議事進行につきまして、私の方から、議長の見解をということでござい

ましたので、十分にはならないかもわかりませんけれども、お答えをさせていただきたいと思い

ます。 

  先ほど研修もございました。そういったことも踏まえながら、皆さん、今、議事進行があった

わけですけれども、それぞれお聞きになった中で、判断はそれぞれしていただきたいと思います

し、私としましては、今のところ、とりあえず質疑等につきまして、実際、委員会でしっかり審

査されているかどうかということにつきましても、ある一定はしていかないといけないのかとは

思っております。そういった中で、どういった方向性を出すかということをしないと、次はでき

ないのかなとも思っております。私としては、今のところそういう形の見解を持っております。 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 これはですね、２月８日にも委員会は、冒頭、委員長は官製談合あるいは

官製談合もどきではないかと、あるいは下請のあっせんに当たるのではないかというような指摘

を受けておるという、言い初めで審査を始めておられます。先ほども談合という言葉の、疑わし

いというご指摘があった。そういう中で、この議案を審査する以前の問題が、違法な問題がクロ

ーズアップされたということであります。そのことを抜きにして、一緒にして、この行政が行う

議案審査をしていいものかどうかということを私はお尋ねをしておるわけでございます。 

  仮にこの議案をよしとするなら、指摘をされておる談合等々、便宜供与のことについては、ま

さしくこの議会が認めたことになる、等々の、また、否決した場合は別の、じゃ、議会として別

の処置をされるんですか、告発でもされるんですかという話になる。ですから、それ以前の問題

として、議長の方で調整なりをしていただく必要があるのではないかということを私は申し上げ

ております。 

  先日の私の質問に対して、市の顧問弁護士は、法的に問題がないと言われた。議長、私もお聞

きしました。大きな問題があるという返答であります。こういう問題を抱える中で、この指定管

理者制度の中身に入るということが本当にいいのかどうか。そのところの整理をしない限り、私

は、この事業の指定管理のこの議案に対して、審査に入ることは無理があるというふうに思うわ
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けでございます。ですから、議長の方で、ぜひとも整理をお願いを申し上げます。 

○大同議長 引き続き、議事進行がございました。議長の議事整理権という問題ともかかわると

思っておりますが、どこまでを整理権として判断するかという分につきまして、私、非常に重た

い部分もあると思いますが、基本的に判断には踏み込まないというものが重要な部分であるかと

は思っております。 

  皆さんにお諮りしたいと思います。今、奥野議員から議事進行でお話がございましたが、私一

人で判断するというよりも、私自体はあくまで全体の意見をお聞きする立場にあると思います。

まず、今、このままでは進めづらい部分もあるかと思いますが、皆さん、ほかにご意見はないで

しょうか。 

  （「はい、議事進行」の声あり）森議員。 

○１８番 森議員 今の奥野議員の議事進行に基本的には私も賛成をするものです。といいます

のは、先ほどの研修会の中で、事と場合によったら、これは談合に当たるという明確なそういう

先生の話もあったわけですし、それらを抜きにして、議会がこの中に入ることについては、事と

場合によったら大きな過ちを起こすことになりかねない。だから、それを防ぐ意味からも、奥野

議員が言っているように議運にということもあるでしょうし、それから、会派の代表者会議とい

う形もあるでしょうし、そういう意味での議長としての判断というのか、そういう点ではいかが

でしょうか。 

○大同議長 今、森議員からも議事進行をお受けしました。そういった中で、今、森議員の場合

は、具体的に議会運営委員会、また、会派代表者会議を開いたらどうかというご提案でございま

した。先ほどの奥野議員の場合は、具体的に議長の判断をという部分でお尋ねの分もあったわけ

ですけれども、基本的に私が判断するという部分は、これは越権していると思っております。た

だし、議運等で一たん話をさせていただくか、また、会派代表者会議等で話をさせてもらうかと

いう分につきましては、一考あるとは思っております。ほかにもご意見はないでしょうか。 

○大同議長 吉岡和信議員。 

○３番 岡和信議員 ３番、吉岡です。先ほどの研修でありますが、決して違法であったと、

違法であるということは講師の先生も言わなかったと私は解釈をいたしております。このまま質

疑を続行を希望いたします。 

○大同議長 質疑を続行の意見もございます。少しここで一たん整理させてもらった方がいいの

かなと思いますが、質疑を続行ということで、今、議事進行の形でどちらからもお聞きしており

ます。ほかにはご意見は。森口委員。 



 

－164－ 

＋＋

＋

＋

○大同議長 森口議員。 

○４番 森口議員 これが議事進行の発言になるのかどうか、ちょっとよくわからないんですけ

れども、ご意見をということですので、一応申し上げさせていただきたいんですが、いわゆる指

定管理者の議案に上がっている業者及びそのときに公募を受けられた業者についての市の委員会

の審査中のかかわりについては、前回の再付託の前に、いわゆるその部分については理事者に対

する質疑も認める中で、私は一定の整理ができていると。その結果としての、そういうことも踏

まえて再付託をされたものだというふうに考えておりますので、当然、そのことについては、含

まれた中で委員会で審査をされたというふうに理解をしておりますので、このまま委員長報告に

対する質疑を続行していただくことを求めたいと思います。 

○大同議長 どちらの意見もございます。質疑を続行させてもらってよろしいでしょうか。もし

くは、私はもともと質疑で問題点が明らかになった場合に、また議運等で判断させていただけれ

ばよろしいかと思っております。質疑等について、一定、進めさせていただくという方向でよろ

しいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○大同議長 それでは、一定、産業建設常任委員長に対して質疑を行うという形で進めさせてい

ただきます。吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 動議を提出します。この前回、審議が、森口議員はある程度尽くされ

ているのではないかという意見もありますけれども、本日には、やっぱり新たに第三者の方から

官製談合とも言えるとも言われる、法的にはどこまで関係があるかとは言われませんでしたけれ

ども、それなりの疑惑的なことが言われましたので、その辺のあたりも十分審査も必要だと思い

ますので、前回同様に質疑の回数制限の撤廃と、理事者側への質疑を許可することを提案いたし

ます。 

○大同議長 賛成の方は。 

  ただいま動議が提出されましたので、ここで一たん休憩しまして、議会運営委員会でちょっと

判断をお願いしたいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時５４分 休憩 

午後 ６時１０分 再開 
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○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 先ほどの動議は、議運の調整の結果、取り消しいたします。 

○大同議長 ただいま吉岡豊和議員から動議の取り消しがありました。ご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○大同議長 それでは、動議を取り消されたものといたします。 

  それでは、産業建設常任委員長に対する質疑を行います。吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 それでは、再付託ということだったので、改めて１２月１７日の委員

会の審査の議事録をちょっと読ませてもらったりしたんです。その中で、大変地元の業者の方の

育成をしたらどうかという審査もあったようですし、指定管理を公募、市外の公募すること自体

にもいろいろと意見があったように思います。その辺のことをまた再度審査をどのようにされた

のかという点と、もう１点、先ほどの議員研修でも事前、選定の際に、特に有識者の意見を取り

入れるべきだということで、選定委員会の中身に入るわけですけれども、その辺のことを審査さ

れたかどうかという２点について、お尋ねいたします。 

○大同議長 産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 １点は、市外の業者をなぜ選んだのかという、選定したのかと、

（「公募すること自体」の声あり）公募したことに対してですか。なぜ、公募したのかというこ

とでしょうか。なぜ、公募にしたのかということでしょうか。（「２月８日に改めてどのような

審査をされたのかということです」の声あり）その点につきまして、１２月１７日にそのような

内容の審査もございます。これにつきましては、指定管理者の関係の条例ですね、長い名前です

けれども、京丹後市ずっとありますけれども、これの２条に、指定管理者の公募という項目があ

ると。市長または教育委員会は指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、管理の基準、

業務の範囲その他規則で定める事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他団体を公

募するものとするというふうになっていると。ただしということで、こういう場合はこの限りで

はないというそういう条例があるということで、これに基づいて公募をされたというそういう説

明がございました。 

  それから、二つ目ですが、これは選定委員会の、どういうことでしょうか。ちょっと。（「選

定に対して、有識者の意見を取り入れるべきという先ほどの意見がありましたので、その辺のこ

とについて、審査がありましたか」の声あり）選定委員会は、どういうふうなメンバーかという

ような審査はありましたけれども、有識者を云々というようなそのような審査はできておりませ
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ん。 

○大同議長 吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 それから、地元の業者の育成ということも盛んに審査の中で言われて

おったように思います。その中で、１月２７日付で、網野スポーツクラブから意見書といいます

か、そういうようなものが各議員さんに渡っていると思いますけれども、その辺の中身について

は審査をされたのかどうかについてお伺いします。 

○大同議長 産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 その中身につきましては、審査はしておりません。中身、それを、

私もいただきましたけど、それを取り上げての審査というのはできておりません。 

○大同議長 吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 先ほども言いましたように、最初のころはやはり地元育成ということ

が大分言われておりました。その中でこういう意見書が出てきた中で、審査されなかったという

ことでありますけれども、その辺が非常にせっかく、その市民の思いが伝わっていないなと思う

んですけれども、委員長、いかがでしょうか。 

○大同議長 産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 この網野スポーツクラブからいただきました文書、これは各議員さ

ん行っているかと思いますけれども、この内容を踏まえて審査をされたということは言えると思

います。このことをとりたててこの内容を議題にしてといいますか、扱ったということではござ

いませんけれども、この文書を踏まえて委員さんは審査をされているというふうに私は思います。

思いませんけど、まあわかりませんけど、そういうことで、この文書そのものを取り上げての審

査はしておりません。 

○大同議長 常任委員長、思いは言わないようにお願いします。奥野議員。 

○２０番 奥野議員 今の質問、吉岡議員の、もといしっかりと言わないと間違えますね。吉岡

豊和議員の質問にも関連するわけですけれども、このことは、私が２月３日の最初の再付託にな

る前の委員長報告の際に申し上げた話であります。委員長、再付託というのはどういうものなの

かというまた議論に戻ってしまう。この再付託された議案は、２月８日、時間的には、これ質問

は３回しかありませんので、まとめてさせていただくわけですけれども、約２時間やられた。そ

のときに、２月３日のどういう質問が出たのかということについて確認をされ、そして改めての

再付託の審査をされたのかどうか。その中には、今の吉岡豊和議員の質問項目もありました。そ

のことがなされてないとするなら、この再付託をされた委員会としての審査のありようというも
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のもお尋ねをしなければならないことになってきます。委員長、そのことがまずあります。お聞

かせ、なぜ審査をしなかったのか。審査をしなければならない、再付託の場合にはということで

あります。 

  次に、今もお尋ねしましたけれども、何が問題で、課題で再付託となったのか。委員長の説明

では、談合ということ、また、便宜供与ということが中心に審査されたように報告を聞いたわけ

ですけれども、ほかの点、審査された中身があればお聞かせを願いたいと思います。 

  次に、選考基準についての審査はあったのかなかったのか。選考基準については、配付をされ

ておるわけですね、委員長。我々も当初の２月１４日でしたか、一番最初の提案に当たって説明

を受け、質疑も出された。その辺について、なぜ、こういう基準で審査をしたのかという、審査

の中身があったのかどうか。これについてもお聞かせ願いたいと思いますし、委員長、この要望

書といいますか、私、要望書とあえて申し上げますけれども、今も１月２７日のこの網野スポー

ツクラブからの文書もありますけれども、このスポーツクラブは、みずからあの周辺の海の海岸

清掃、普通は夏の前にやられる。それはそれとして、その後始末を、子供たちを連れて一生懸命

やっておられる。あのナホトカ号の重油災害のときもそうでありました。地域のために、地域の

ことを思って、子供たちにそういう体験をさせることによって、子供の教育、そして育成に役立

てたいという活動であります。そういう中身の審査が、各、このＡ、Ｂ、Ｃとある業者の中身の

審査がどのようにされたのか。お聞かせを願いたいと思います。 

  また、理事者からもこの３団体が日ごろどのような活動をされておるのか。この今回提案のあ

る岐阜の業者については、大層立派な業者だという説明がなされているように議事録では見受け

られますけれども、落選、もとい、採用されなかったあとの２者に対しては、どのような説明が

あったのかをお聞かせ願いたいということであります。 

  次に、本市における基本構想の中で、協働のまちづくりということがうたわれております。そ

してまた、後期、もとい、行財政改革の答申、高野様ですか、名のもとに答申が１０月にされて

おります。そこにおいても、地域パートナーということをしっかりやりなさいよということが明

記されております。そういう中で、今回のこの指定管理に当たり、どのような検討が審査会でさ

れたのか。審査の中身があれば、お聞かせ願いたい。この審査会のメンバーというのは、委員会

の中でどういう構成になっておるかということも、当然、審査されておると思いますので、その

メンバーについても、再度、お聞かせを願いたいと思います。 

  次に、１２月１４日の本会議において、私の質問に対し、市長は、運営協議会の中に入ってい

ただくという答弁をされております。この二つの業者のことであります。そうであるにもかかわ
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らず、部長は、先日、２月８日の再付託の審査に当たり、委員会で地元の関係を心配いただいた

ので、１２月１８日に地元２者を呼んで、協力の依頼をしたと、二度も三度もまた２月８日には

発言をしておられます。あたかも１２月１８日の２業者を呼び出したのは、委員会の意向のよう

に受けてとれます。これは、実際に委員会がこの落選した２業者に対して協力を要請せよという

ことを指示されたのか。その現実があるのかどうか、お聞かせを願いたいと思います 

  次に、１２月１７日のこの議案の第１回目の審査委員会で、部長の説明によりますと、むしろ

外れた２団体が運営協議会に入っていただかないとぐあいが悪いといいますか、うまくいかない

ということですのでとあります。翌日、１２月１８日には、この２団体は、他府県の業者には協

力しないと返答しております。よって、市も市長も答弁している地元の協力、先ほど申し上げま

した１２月１４日であります、地元の協力、そして、その中でも欠くことのできない２団体の姿

勢がはっきりしている指定管理がうまくいく、いかないことは、既にこの時点で明白と言えるん

ではないでしょうか、委員長。なのに、可決すべきものとはいかなる理由で、委員会ではされた

のか。どのようなこの件についての討論がされておるのか、お聞かせを願いたいと思います。無

責任な採決と市民からまた非難されるのではないかと、私は危惧をして、この件についてはしっ

かりとお答えを願いたいと思います。 

  多くをお尋ねいたしました。メモをお渡ししておりますので、よろしく答弁のほどお願い申し

上げます。 

○大同議長 委員長、答弁、すぐできますか。暫時休憩しますか。暫時休憩します。 

 

午後 ６時２９分 休憩 

午後 ６時２９分 再開 

 

○大同議長 それでは、休憩を閉じて、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 ちょっとまず、２番の関係でお答えしたいと思います。２月８日の

審査は何を課題として、もとい、２月４日ですね、本会議で再付託となったのは、何が課題でそ

うなったのかという点でございます。これにつきましては、あの日に委員会を開きまして、議運

の委員長さんにもおいでいただきまして、そのあたりの内容を伝えていただきました。私もちょ

っとメモしておるのを整理したんですが、一つは、１４日の賛成討論は条件つき賛成だと。もう

一遍やり直すべきだというそういうことを一ついただきました。それから、二つ目には、下請業
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者を紹介していることの重大さがわかっていない。このことについて審査をせよというふうに受

けとめました。三つ目に、部長の答弁に矛盾がある。このあたりの審査ができていない。四つ目

に、議事録の訂正が必要だと。議長が委員会の審査に介入したような部分がある。そのようなふ

うに私は受けとめをさせていただきました。そういうような内容については、審査をさせていた

だいたつもりでございます。これについてはそういうことでございます。 

  それから、この１番の問題は、網野スポーツクラブからの言われている内容について、なぜ審

査をしなかったのかということですね。これは、この内容については審査をしているつもりでご

ざいます。一つ目は、あの公園をどのようにしたいのか。これについては、審査はこれはできて

おりません。二つ目に、なぜ市外の業者に決定したのかということでございます。これにつきま

しては、以前の委員会で審査をしておりまして、報告もさせていただいた中にもあったと思うん

ですが、これは、こういうようなやりとりがございました。 

  できるだけ地元でとの配慮がなかったのか、市長が常々言っておられることと違和感を感じる、

こういう質問がございまして、これに対しましては、一番悩ましい部分だと。今回、我々が踏み

切った思いとしては、市外業者であるが、指定管理料は市外に流れるというのがまず一番にあっ

たと。それについては、地元に落とします、地元で新たに雇用します、地元調達はできるだけや

ります、地元と協力してやります、赤字になったら、本社から補てんします、そういうきれいな

答えが返ってくる。本当かなということで、どう担保するのかという流れになった。我々として

は一種の企業誘致的な側面もあるのではないかと。それが担保できれば、５年間だがいいのでは

ないか。その間にＡ者、Ｂ者あたりが力をつけていただいて、取ってかわっていただいてもいい

のではないか、そのように思ったという部分もございました。 

  もう１点は、このようなやりとりがございました。できるだけ地元にということで、育成して

いくんだという配慮ができなかったのか、こういう質問がございました。これは、前回も申させ

ていただいたところですが、我々の思いとしては、市外業者だが、指定管理料が市外、先ほどの

はさっき述べたところです。もとい、もう一遍言います。市外の業者に指定したということだが、

地元で指定管理を任せるということは考えられなかったのかと、こういう質問がございました。

これにつきましては、基本的には地元優先ということに出すべきだと我々も思うが、技研サービ

スの実績等々を審査すると、非常に差が出てしまう。地元優先の枠をもってしても、かなり差が

出てしまうということで、結果としては、採点に従わざるを得ない。３者が一つになれば、非常

にいいなという思いはあったが、技研サービスのやり方は運営委員会をつくって、そこで地元と

きちんと協議したいということで、皆さんにそこに入っていただくというのも一つの方法かなと
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思ったと、このような答弁をいただいております。これにつきましては、以上でございます。 

  それから、３点目の選考基準などについてでございます。この選考基準につきましての質疑は

ございました。このようなものでございます。市長が協働、協働と言われる。ボランティアで協

力するのは当然評価すべきではないのか、このような質問がございました。また、このような質

問もございました。ボランティアとか市民の協力というのは、当然、評価としては大きな要素に

ならないかと思うがどうかというような質問もございました。これに対しましては、制度の目的

としては、費用の削減であるとか、民間のノウハウを使用してという話なので、それによってい

かに市民に喜んでいただけるかというのが大事である。そういう視点からも考えていかなければ

ならないかなと思っている。貴重なご意見として承らせていただくという、これにつきましては、

このような回答でございました。 

  それから、選定委員会のメンバーにつきましてのご質問がございました。これにつきまして質

疑がございました。答えとしては、副市長以下１０名。副市長、教育長、企画総務部長、財務部

長、企画政策課長、財政課長、管財収納課長、行財政改革推進課長及びこの施設を所管している

建設部長、都市計画建築住宅課長。以上の１０名であるという答弁をいただいております。 

  ４番目でございます。すみません、ちょっとこれ、もう一遍お願いいたします、奥野議員。要

望書の海岸の清掃とか、ナホトカ号とか（「それらについての、選ばれなかった２者に対するこ

ういう会社ですという説明があったか、なかったか、審査の中身に。どういう日ごろ活動をしと

る会社かいう説明があったのか、なかったのかという質問」の声あり）はい、わかりました。こ

れについては、審査できておりません。 

  ５番目でございます。これ、協働とか地域パートナーとか常々言っておられるが、これについ

て審査ができたかということですけれども、これ、先ほどちょっと言わせてもらったような内容

しかございません。 

  それから、６番目に、部長が、Ａ者、Ｂ者と会われた点について、委員会が要請したのかとい

うことですね。これについては、そういう地元とうまく良好な関係で運営してほしいというそう

いう意見は、意見といいますか、審査の中ではそれほど出ておりませんけれども、そういう気持

ちが委員会にはありましたけれども、そのような行動を要請したというそういうことはございま

せん。 

  ７点目でございます。これは、この質問は、なぜ、１２月１７日、１８日かもわからないです

けれども、なぜ、賛成したのか、委員会としてというようなことだったと思うんですが、よろし

いでしょうか。これにつきましては、ちょっとこれまで省略をしておったのですけれども、討論



 

－171－ 

＋

の内容がございますので、それを述べさせていただいてよろしいでしょうか。 

  １２月１８日の日には、これは継続審査を決定したということでございます。地元の方でうま

くいってないというそういうふうな情報をもとに、１２月１８日は継続審査を決定いたしました。

それから、１月１４日の日に、改めて説明を受けまして、質疑、意見交換、討論、採決と行いま

した。このときには、賛成討論が５名ございまして、反対討論なしということで、可決すべきも

のとしております。（「反対討論ある」の声あり）いや、ないんです、この１４日の日は。それ

をちょっとご紹介いたします。少し時間をいただきます。 

○大同議長 すみません、委員長。そこまでは要らないと思います。 

○松田産業建設常任委員長 いいですか。 

○大同議長 質疑の内容で、あったのかということでしたので、委員長、よろしいと思います。

討論の内容についてをお聞きになっているわけではないという意味です。 

○松田産業建設常任委員長 ああ、そうですか。ちょっとお答えになっとるかどうかわかりませ

んが、また、言ってください。 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 委員長、すみません。メモは渡してあるんですけれども、読みにくいメモ

だったかなと思っております。 

  そういう中で、委員長、再付託ということ、けさほどの８時半からの議運でもいろいろと検討

をした経緯があるわけですけれども、やはり同じ委員会が再付託を受けるということであれば、

少なくとも、なぜ、再付託されたのか。その再付託された内容を、今のお答えですと、議運の委

員長等々のお話もあり、４項目ほど言われたですけれども、そこで、とめていただくということ

でよかったのかどうか。私、当然、議事録をあらくでも上げていただいて、それをなぞった上で、

再付託の審査を当然なされるべき、なされておるということで、今、お尋ねしたわけですね。そ

うすると、再付託のされた審査になっているのかどうかということが一つ思われます。委員会と

しては、きょうの報告ということで、再付託されたものについてはしっかりしたよと。だから、

今報告してるんだよということなのでしょうか。その件を再度お尋ねをしたいと思います。 

  それと、便宜供与の関係等々で審査をされております。２８日。この２月２８日であります。

もとい２月８日ですね。これは、一方的な考え方をお聞きになって、それで、審査を終わらせに

なったのか。そうではなしに、ほかの法律関係者の考えもお聞きになって、この審査については

終了されたのか。その点についてもお聞かせを願いたいです。 

  それと、この賛成討論の紹介があったわけですけれども、取り消しが、何が取り消しされたの
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か。運営協議会について、参加をしていただける、協力をしていただけるといういい手ごたえが

あった、思い違いでしたということが取り消しされたんですよね。そのことが、討論においてこ

う言われているんですね。運営協議会の構想においても、地元を基準とした良好な関係が触れら

れておりましてと、ここで言う地元を基準とした良好な関係が触れられておりましてとは、何を

指して言われるのか。もう地元との関係、良好な関係等々については、何度も何度も洗脳するよ

うに説明をされたことを取り消しをされておるんですね、勘違いでしたと言って。それなのに、

まだ、賛成討論でそういう発言がある。この辺について、委員長として、適切な討論の内容なの

かどうか。この討論は、空想の討論でしかないということなんです。そういう中での討論がなさ

れているということについて、委員長はお気づきであったのか。また、それについて、委員会で

何らかの調整が行われたことがあったのか、お聞かせを願いたい。 

  全国公募をされるに当たって、審査会でどのような中身があったのか。全国公募をするという

決定を、先ほど言われた審査会、副市長以下の１０名でしたか、その審査会でどのような議論が

なされて、全国公募をされたのか。どの場所かは忘れましたけれども、まさか他府県からの応募

があるとは思わなかったということを説明されております。委員長も、この件については、委員

会の皆さんも耳にされたはずであります。そういう中で、この審査会の検討の内容というものが、

やはりまさかという中での検討だったのか。市内以外からそのような、市外からの、また他府県

からの応募があるとは思わないけれども、形としてやっておこうよということでされたという中

身が審査の中であったのかどうかについて、加えてお聞かせをお願いいたします。 

○大同議長 委員長、答弁できますか。休憩しますか。答えられますか。産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 まず１点目の再付託、なぜ再付託をされたのか。その内容を確認し

たのかということでございますけれども、これは、先ほど私にもなんですけれども、４点ほど申

し上げさせていただきましたけれども、これは、あの２月４日の深夜の委員会で、そこで、この

ような内容を委員さん全員が確認をされていると思います。 

  それから、議事録ですね、本会議の議事録で残された課題をチェックしたのかということでご

ざいますけれども、これについては、それはできておりません。大変不十分だと思って反省をし

ておりますけれども、そういうことでございます。 

  再付託の審査になっているのかということもございました。これについては、けさ方の議運で

もお話を伺ったところでございますけれども、これまでの決定など、これが消滅をしたという認

識のもとに、そういう中で、２月３日から４日にかけましての本会議の中で出されまして、課題

として残っている問題、これを中心にして、これに限定するということではなくて、これを中心
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  それから、次の２月８日の日に、市の方からの一方的な考えを聞いて終わらせたのかというこ

とでございますが、そのお考えを聞かせていただいて、質疑をさせていただきました。その内容

につきましては、本日、ご報告を申し上げたようなものが主なものでございます。 

  それから、法律関係者の考えも聞いたのかということでございますけれども、これについては、

申しわけありませんけれども、できておりません。ほかの方はわかりませんけれども、そういう

ことをされたという確認は委員会としてはできておりません。 

  それから、次の良好な関係が触れられておりまして云々というこのような賛成討論が２月８日

にありましたことは、先刻ご報告を申し上げたとおりでございますけれども、これは、委員さん

のお考えでございまして、これについて、委員長、または委員会で、ものを申し上げるとかいう

ようなことはいたしておりません。 

  それから、次に、審査会の中でどのような議論があって、全国公募をされたのかという点でご

ざいますけれども、全国公募といいますか、公募をされた理由につきましては、先ほど申し上げ

たような内容でございます。審査の中で、まさかそういう市外の業者が応募してくるというよう

なことは思わなかったというような答えはいただいておりますが、ちょっと不十分でしたら、ま

たお願いします。 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 委員長、網野スポーツクラブから各議員に配付されて、これも当然目を通

しての審査であったということは言われました。直接の審査はしてないけれども、ということで

ありました。この中に、最後に皆様方に本当に真剣に考えていただきたいと思います。政治の世

界に口を挟むつもりは一切ありませんが、町を愛する者として、正しい選択をお願いしたいと思

います。行政の間違いをただすのが皆さんの責務だと思います。いま一度、第１次京丹後市総合

計画に目を通していただいて、京丹後市住民のための決定をお願いしますと、こうあるわけです

ね。これについては、資料もつけられております。再付託をされた、当然、私からすると、この

ことも深夜にわたっての質疑応答の中で質問をさせていただいた。当然、なされておるものと思

っておりました。今、そのことをお尋ねしたら、委員長は不十分な審査と反省しているというこ

とを申された。委員長、とするなら、再度、継続という手続をされてはどうですか。 

  今、委員長は不十分な審査と言われた。不十分な審査の中で、この本会議上で審査をするわけ

にはいかない。ね、委員長、と思いますけれども、委員長は、この今言われた、答弁をいただい

たことについて、再度お聞かせ願いたいと思いますし、まだあります。附帯意見のやりとりをさ
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れとるわけですね。附帯意見のやりとりがありましたよね、委員会の審査過程の中で。それは、

議長の指摘もありする中で取り消しをされた。この思いというのは、よく見させていただいてわ

かるんですね。しかし、その附帯意見についても、いろいろと指摘をされる事項があった。そう

ですね、委員長。指定管理をする業者に対しての意見がつけられるのかということでありました。

あの指定管理業者を予定しておる業者の名前をとれば、十分附帯意見として適切なものでもある

という評価もあったわけであります。そういう中で、今回のこの審査を通じて、説明が二転三転

する中で、委員会も採決を何度かやり直しをされておられます。それらについて、委員会として、

今回の今日に至るまでの審査の経過、それらについての意見交換等がありましたら、お聞かせを

願いたいと思います。 

○大同議長 はい、松尾議員。 

○２２番 松尾議員 休憩をお願いします。 

○大同議長 それでは、ここで１９時２０分まで休憩いたします。 

 

午後 ７時０５分 休憩 

午後 ７時２０分 再開 

 

○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 まず訂正をさせていただきたいと思います。私の発言の中で、審査

が不十分であると、だったというような受けとめをされる部分があったと思いますけれども、委

員会としては一生懸命審査をしているということでございまして、誠心誠意審査をさせていただ

いたということでございます。ただ、私の発言の中で、例えば、２月３日から４日にかけての本

会議での議事録、これをなぞって点検したのかと言われれば、それはできておりませんというよ

うなことでございます。ほかにはどこでありましたのか、ちょっとよく覚えてませんけれども、

その点、ひとつよろしくお願いいたします。 

○大同議長 委員長、すみません。質問に対しての答弁がまだあったと思うんですが、附帯意見

のやりとりや指定管理の表現云々、附帯意見の件等についても質問があったと思いますが。 

  暫時休憩します。 

 

午後 ７時２４分 休憩 
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午後 ７時２６分 再開 

 

○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 ただいまの奥野議員の質問にお答えいたします。ちょっと二つ目の

方からさせていただきます。今回の審査が二転三転して今日に至っていると。この経過について

の意見交換があったのかという、そういうことが一つあったと思います。これにつきましては、

これも最初の報告の中でご紹介いたしましたが、もう一回、やらせていただきます。このような

意見交換の中で、意見がございました。委員会に対する報告は正確でないと委員が判断を誤る。

部長の説明は納得できないという思いで聞いた。１２月議会の決議との関連では、受けとめが軽

いという印象を持った。結局、１２月の継続審査とした時点に戻ったという、この委員会で結論

を出すことには無理があるというそのような意見がございました。 

  それから、ちょっとすみません、１点目ですけれども、ちょっと恐れ入りますけれども、もう

一遍、ちょっと趣旨お願いします。いいですか。 

  （「議長、議事進行」の声あり） 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 今、答弁いただいた。しかしながら、不十分な審査と反省しているという

ところは取り消しされたわけですけれども、２回目の答弁に対してのお答え、質問をしとるわけ

ですね。それが重きをおいておったわけですけれども、取り消されて必要な１回の権利がそうい

う形で消えてしまうというのは大変残念なんですけれども、それはそれとして求めません。しか

し、議長に議事進行でお尋ねしておきたいのは、一生懸命誠心誠意という言葉が今委員長からあ

ったわけです。そのとおりだろうと思うわけですね。しかしながら、結果だと思うんです、結果。 

  そういう中で、私がお尋ねしたのは、再付託ということを申し上げた。再付託というのは、以

前に何らかの審査の決定もされなかったこととして、新たな決定をしなければならないというこ

となんです。これが基本なんです。しかし、同じ委員会に付託したときには、新たにということ

は一つ置いといて、それこそ報告して、再付託された。そのときの理由はしっかりとやってもら

わなければならないんです。そのことが、私が抜けているんではないですか、地元のスポーツク

ラブに対してのこういう要望書等が出てきておるけれども、そのことも私はお尋ねしましたよね、

２月３日から４日にかけて、そのことの重要なことが抜けているんではないですかということを

申し上げた。だから、再付託という考え方の中で、漏れがあるんじゃないですか、重要なことが
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ということを私はお聞きしたんです。もう一つは。そのことのお答えを実はいただきたいんです。 

  議長の方で、ぜひともこのことは再付託のありようというもの、今後もいい前例として、再付

託のありようということは確認しながら進めていっていただきたいと思う中で、やはり整理がお

願いしたい。ですから、今のこれはもう３回の質問は終わったということの中で、議長に進行に

ついてお尋ねを、諮っていただきたいという意味もありまして、答弁をお願いいたします。 

○大同議長 ただいま奥野議員から議事進行という形で私の判断をということを申されたように

思います。 

  再付託につきまして、これは、きょう、研修会の中でも再付託につきましては、議員の皆さん

の中からも講師の野村先生に対しまして質問もありました。そういった中で、基本的に問題点を

委員会がとらまえた中でされたというふうに解する中で、産業建設常任委員長は答弁されたと思

っております。これらも含めまして、皆さん全体で判断していただくしかないのではないかと私

は考えております。今のところは、私が判断すべき内容では、それ以上は踏み込んで判断するべ

きではないだろうと考えております。 

  以上であります。 

  ほかに。森議員。 

○１８番 森議員 はい、森です。質疑でありますので、ただし、若干、私自身感じますのは、

再付託という点での正確な認識が委員会にあったのかなという若干の疑問を持つということがあ

ります。それから、審査についても、あとの質問でしたいと思いますけれども、不十分だったの

ではないかというようなことの指摘をするつもりはさらさらございませんけれども、十分だった

かなという疑問は持っております。 

  そこで、その点ともかかわりが出てくると思います。賛成討論の中に、こういう内容の賛成討

論があります。運営協議会の構想においても、地元を基準とした良好な関係が触れられておりま

す。それはそのとおりです。その後、ほぼ提案内容の担保が確保できるというふうに思いますと

いう賛成討論になっております。ここで言われておる賛成討論の、担保できるというふうに思い

ますということが賛成討論の中に出てますので、担保できるというような内容の審査があったの

かどうか、ということが一つ。 

  それから、同時に、こういう、その中でもう１点言われております。いろんな議論をさせてい

ただいたわけですが、いろんな不備の部分も明らかになったりしながら、協議をした経緯があり

ますというふうになってます。ここでも言われておりますのは、いろんな不備な部分も明らかに

なったりしたということが討論の中で述べられております。そういう点から見て、いろんな不備
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があったことが明らかになったということを審査された内容は、どういうことを指して不備な部

分が明らかになったのか。その点でのどういう審査がされたのか。されておったならば、どうい

う内容のものであったかということをお尋ねをします。 

○大同議長 産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 まず１点目の再付託についての認識の問題ですけれども、これは先

ほど申し上げたとおりでございます。（「質問はしてないですから」の声あり）ああ、そうです

か。 

  二つ目の賛成討論の内容についての質問でございますけれども、これは、委員さんが自分の責

任で述べられたことでございまして、私がこれについてとやかく論評を、委員会とか加えるもの

ではないと思います。 

  以上です。 

○大同議長 もう１点。いろんな不備という部分につきましてもありました。 

○松田産業建設常任委員長 これについても同様でございます。（「審査があったのかなかった

のか」の声あり）それはありました。この不備の内容といいますのは、基本協定書のあれですね、

未払いの料金の徴収のところのことだと、その点についての審査がございましたので、はい。

（「担保があるという審査はなかったのか」の声あり） 

○大同議長 産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 それは委員さんの判断でございます。（「審査があったのかなかっ

たのか」の声あり）そのような説明はございました。不適切であれば、改善命令が出せるし、そ

れでも従わなければ、解約といいますか、解除できるという、契約解除、何かそのような内容の

審査はありました。それによって担保ができるのではないかというそういうことでございます。 

○大同議長 森口議員。 

○４番 森口議員 ４番、森口です。改めて審査をしていただいたということなんですが、最初

の審査の部分も踏まえて、少し感想的な質疑になるかもわからないですけれども、ずっと委員長

の報告を聞かせていただく中で、気になりますのが、委員会の審査と、いわゆる理事者の方の指

定管理者の指定の手続に若干重きを置く部分がずれているのかなというふうな気持ちで聞かせて

いただきました。 

  この指定管理者の手続に関する条例につきましては、当然、指定管理制度の中でつくられてき

たものでありまして、指定管理者の指定については、４条の中で数項目にわたって、いわゆる運

営の効率化でありますとか、そういうものがルールとしてうたってあると。ところが、委員会の
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審査につきましては、今の委員長報告を聞かせていただいておりますと、やっぱりそれ以外の部

分についても、多くの質疑があったり、あるいは、ご心配をされているという印象を受けたんで

すが、その中で１点だけお伺いしておきたいのは、委員会の方としましては、どちらかというと、

現在の京丹後市の経済状況とか、それから、施設がいかに地域にとって大切なものであるかとい

う、そういう利活用も含めた視点で審査がたくさんされたというふうに思うんですが、片や指定

管理制度そのものの条例については、いわゆる手続としての公の施設をより効率的に運営をする

というような切り口で、それは、当然、選定の点数づけの中にもいわゆる地域への貢献度だとか、

それから、地域の皆さんが喜んでいただけるというような中身は入ってないと。 

  その中で、委員会として、きょうの研修の中でもあったんですが、今回の指定管理については、

いわゆる原案可決すべきものというお答えだったんですが、その中で、今後のこととして、公の

施設の指定管理の手続の中に、やはり今回委員会の中で多くの方が課題として取り上げられてい

ました地域との関連、関係でありますとか、それから、市外業者が来られる場合の、例えばいろ

んな要件について、今後のこととして意見をつけようとか、そういう部分の審査があったのかな

かったのか、そのあたりについて、審査の中身がありましたら、お示し願いたいと思います。 

○大同議長 産業建設常任委員長。 

○松田産業建設常任委員長 ただいまのご質問ですけれども、指定管理者選定の今後のあり方と

いうことについて質疑があったかということでございます。このようなやりとりがございました。

緑化事業団、球場や途中ケ丘も将来こういうケースになる可能性になるかもわからないと。です

から、そのあたりのきちんとした整合性を図っていかなければならないのと違うかと。そうしな

いとややこしいことになると思っているというような質問がございまして、このような答えをい

ただきました。１８年にスタートしたところが、ことしで５年目を迎えますけれども、そういう

議論が始まるべきだと思います。今回、いろんなことを教訓にしていただいて、市内に限るとか、

市外単独ではいけないとか、やはり一本の線は出さないと、それぞれの施設を抱えている部署が

大変なことになるというような、そういうこと、そういう意味で、方針はきちんとすべきであろ

うという答弁をいただきました。そんな質疑がございました。 

○大同議長 ほかにありませんか。これで、産業建設常任委員長の報告に対する質疑を終結いた

します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。 

  それではここで議会運営委員会の決定に従いまして、特に市長等執行機関に質疑がありました

ら認めます。ありませんか。奥野議員。 

○２０番 奥野議員 審査を深めるという意味で、特にという議長の計らいもあり、質問をさせ
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ていただきます。何を危惧して、この２月３日、４日、そして、本日に至ったのか。まず、私の

思いをここで言う場所ではないですけれども、今回のこの議案のこの選定のあり方が、これまで

の議会、そして行政の行政スタンス、姿勢というか、それらを含めてすべてを御破算にするとい

う懸念を私は抱いているからであります。市長、この議会でも、工事請負等々についても、地元

育成云々という発言する議員さん方もいっぱいおられます。そういう考え方は、どの場面でも一

緒だろうと思うんですね、市長。私は、今回のこの選定された考え方、これが、大変申しわけな

いけれども、議会は受ける側で大変申しわけなかったけれども、委員会にも質問させていただい

た。しかしながら、今、こういう機会をいただいて、あえて申し上げておきます。すべてのこと

を御破算にする選定であるということを明言をしておきます。そういう中で質問を行います。 

  今回選定された技研が出された資料ですね、この１２ページには協議をするということが書い

てあるわけですね。そして、京丹後市の協議書ですか、協定書ですか、それにも別の運営協議会

という組織をつくるということが書いてある。これは、既に市長、とんざしとるんですね。地元

の業者、特に必要な業者は、１２月１８日に呼び出されて、そのときにもコメントをされ、年を

明けて１月２０日にも確認のために再度その意向を示されております。そのことについて、どの

ように今後対策をされていくおつもりなのか。そのことが１点。 

  次に、長年地元の多くの住民が親しみ大切にしてきた自分たちの庭を、なぜ、今、他府県の業

者に管理、そして、その運営までも任せなければならないのか。これが、地元住民の素朴な疑問

であります。意見であります。そのことについて、可決、提案されておる市長として、どのよう

に地元住民に対して説明をされるおつもりなのか、お聞かせを願いたいと思います。 

  次に、２団体が呼ばれた１２月１７日に、住民ニーズがあるかないか。この２団体については、

いろいろと地域住民と改めて意見交換をする中で、公募の書類等についてのお話を１２月１８日

にしたそうであります。それが、そんなことは必要ない。業者が決まってからにしてくれという

お話があったようですけれども、１月８日にその選定をされておる業者に、そう言われておる落

選したその業者に対して出向くように、部長は指導されておる。これは、一つの大きな矛盾では

ないかということがあります。これについてのお考え方もお聞かせを願いたいと思いますし、た

だいま産業建設常任委員長が報告をいたしました２月８日の委員会の部長の発言に、議決をいた

だくための準備行為、少しでも前に進めたいという思いがお互いに働いているのは事実でありま

す。もう一度申し上げます。お互いに働いているのは事実であります。このお互いとは、部長側、

市側と、だれなんですか。少しでも前に進めたいという思いがお互いに働いているのは事実であ

りますという答弁をされておる。業者と一体となって、前に進めようとするのは、その業者に決
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定をしていこうという行動のことを言われているというふうに思うわけですね。こういうことを

業者に対する便宜供与と言わないのかどうか。お聞かせを願いたいと思います。 

  とりあえずお答えください。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 まず、地元の団体の皆さんとの協力関係について、２者の皆さんからのご発言から

すると、協力関係というのはとんざしているのではないか、今後、どのように対策するのかとい

うようなご質問が一つございました。これにつきましては、ご議決いただければという前提でご

ざいますけれども、技研サービスの立場は、本会議で申し上げましたように地元協議会の中で地

元の自治会の皆さん、また、スポーツ団体初め関係者の皆さんに入っていただいてしていただき

たいというような思いも持っていただいているということでございますので、地元の団体の皆さ

んにお許しをいただきながら、可能な形で協力というか、相談をさせていただくというようなこ

とかなというふうに思っております。 

  それから、地元の団体の、また、組織の育成ということでございますけれども、他の分野に共

通したことであるというようなお話でございまして、その基本的な思い、これは、公共事業等の

発注についても、公正、客観というような前提の範囲ではありますけれども、可能な限り地元に

発注をして、地元の経済の振興に尽くしたいというようなことでさせていただいたところでござ

いますし、そういうような、当然、本市の立場として、地元の皆さんの益になるような行政をし

ていくというのが基本であるわけでございますので、その点はそのとおりでございます。 

  今回、指定管理につきましては、条例等の上で、各種要件があって、やはり効果、効率という

観点からの地元への貢献というか、効果的、効率的な運営を図ることによって、当然、利用者の

皆さん、あるいは運営サイドにおいて、本市の利益にかなうということがありますので、そうい

った観点で審査をするというのが制度の趣旨でございましたけれども、当然、その審査の中の内

部の１項目ではございますけれども、その中に地元業者の育成という観点ももちろん入っている

わけでございまして、そういったことの中で審査させていただいたということでございますけれ

ども、先ほど委員長のお話にもございますように、今後、改めて今回のご議論を教訓としながら、

制度の基本は維持しながらも、同時に、地元の皆さんへの一層の配慮の形というのが、公募の手

続から始まって一連の手続の中でどういう場合に可能かということについて、精査をしていく必

要があるというふうに思っております。 

○大同議長 建設部長。 

○大村建設部長 私の発言、行動によりまして、非常にご迷惑をおかけしております。申しわけ
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ありません。今、議員のご質問ですが、２団体、いわゆる１２月１８日と１月８日の業者さんと

の関係であります。委員会でも申し上げておりますが、やはり地元とのうまくいくことがこの施

設を有効に活用していくということにかかわりますので、改めて技研サービスの提案内容、実績

について、１２月１８日に説明をさせていただいて理解を求めたということであります。 

  それから、１月８日につきましては、４月の指定管理ということで、もう時間がないという中

で、地元の状況を少しでも把握しながら進めていただけたらという思いでさせていただいた内容

です。ただ、議会の審議中ということで、こういった誤解を招くということも、おそれもあると

いうことで、配慮が足りなかったという反省をいたしております。 

  それから、２月８日の委員会の発言でありますが、先ほども申し上げました議決をいただくた

めの準備行為、少し言い過ぎておりますが、少しでも前に進めたい思いがお互いに働いているの

は事実ということであります。先ほどの回答になりますが、技研サービスに対して４月の指定管

にどうしても準備、前もって準備しないともう間に合わないというようなことを含めて、そうい

った発言に至ったというものであります。 

○大同議長 森議員。 

○１８番 森議員 まず、全国公募にした点については、よもやということもあったやに聞いて

おりますけれども、そこにやっぱり大きな問題が市長の姿勢の中にあったのと違うのかと。とい

いますのは、基本構想の中で、基本理念のところで地域力を高めるだとか、活性力だとか、構想

の実現のために協働のまちづくりを推進をするということが、第１次の時点で前半の分で既に書

かれております。このことが一貫をして日常的に基本的な市長の政治姿勢であったとするならば、

よもや全国公募にするなどということはあり得ない。そこにおける総合計画が、実際上は、実践

的な日常的なことを決めていく上で、どこかに飛んでおったのと違うかなと。その結果がこうい

う事態を生んだ一つになってないか。 

  それから、もう一つは、建設部長は確かに市長の指示に基づくものではない。私もそれは信用

します、信頼をします。むしろそうでない指示をしなくても、時には無言の影響が働く場合があ

り得る、それは。したがって、そういうものが働いておったのではないかなという懸念を持ちま

す。率直に言って、そのことによってすべて建設部長のことが免罪をされるというふうには私は

思ってはおりませんけれども、そういうことが働くような、常日ごろの市長の部下に対するもの

の中であったのではないかというふうに思える節が幾つかある。その点について、市長はどう思

っているか。 

  それから、部長に対する管理責任という点から見て、部長が間違いを犯したどうの云々とは言
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いませんけれども、そういう場合には、当然、市長が責任を持って当たり前。その点において、

市長は、どう思っているか。 

  この２点を、市長にお尋ねします。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 まず、全国公募のことでございますけれども、これは指定管理者については、この

間ずっと同じような条例、基準、規則に基づいてしておりましたので、私のところではそれ以上

の問題意識は特になく、手続をしていただいていたということの中で、具体的なことは決めてい

ただいたということなんですけれども、そのことが私の姿勢の中でどう影響したかということも

あろうかと思いますが、そこについては直ちにはちょっと言いがたいわけですけれども、反省は

していかないといけないというふうに思っております。 

  また、これは部長の、本当にさまざまな難しい手続、審査を一生懸命部長、課長していただく

中で、そごを来した部分もあるわけでございますけれども、そういったことが、私の指示をしな

くても無言の影響があったのではないかというようなことでございますけれども、それは影響が

なかったということでは、これは一般論ですけれども、ない、これは何事についてでもというこ

とですけれども、ないというふうに思っております。したがって、部長の、例えば、選定委員会

決定後ではありますけれども、各社を引き合わすようなことをしたこと、配慮が足りなかったと

いうことについては、私にもその点、結果としての責めは当然あるというふうに思っております。

申しわけなく思っております。 

○大同議長 森議員。 

○１８番 森議員 見解の相違と言えば、それまでかもわかりませんけれども、影響はないとい

う根拠が、市長あるならば聞かせてください。 

○大同議長 森議員、聞き間違えておられます。ないことはないということで、だから、管理者

の責任があるということで言われたと思っております。よろしいでしょうか。平林議員。 

○１９番 平林議員 １９番、平林です。先ほどの奥野議員の１番目の質問に対して、市長、い

うたら地元との関係の答えの中で、議決後、可能な形で相談させていただく、また地元への発注

もしていくという答弁をなされました。しかし、この間のこの議会での議論の中で、もう地元の

方との関係修復も私の感じとしては大変難しいのではないかというふうに感じているわけなんで

すけれども、今の市長の答弁では、何か安易な形で修復は可能だというふうなとらまえ方をして

おられるように、この答弁はお聞きしたんですけれども、本当にこれぐらいの考えで、市長、修

復が可能なんでしょうか。 



 

－183－ 

＋

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 この間のご審議、また経過については、当然重く受けとめないといけないというふ

うに思うわけでございます。したがって、どこまでご信頼、またそういった関係が回復できるか

ということについては、とにかく誠心誠意させていただくということしかないわけですけれども、

他方で、八丁浜の施設の利用の実態を考えたときに、当然、地元の皆さん、スポーツ団体の皆さ

んの利用というのが、当然、これ中心的なものの一つとして考えられるわけで、そこをしっかり

と当然していただかなければならないということが、結果として、利用をお求めになったときに

しっかりと利用ができるような形というのが、結果としてはあるべきだというふうに思うわけで

ございますけれども、そういうこととの関係の中で、今の技研サービスにおきましても、協議会

の中で、地元の皆さんとというようなご意向があるというふうに承っておりますので、そういっ

たことについてご相談を誠心誠意させていただくということが大切ではないかというふうに思っ

ておるところでございます。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 １９番、平林です。そういった運営協議会にはもう参加できないという大

変強い地元の方の思いがある中で、誠心誠意ということを言われたんですけれども、今の状況の

中で、本当に市長みずから出かけていって、もうそれは業者の地元の皆さんに対応するというこ

となんでしょうか。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 それはもう私は全然労を、ご議決をいただければという大前提でございますけれど

も、私は労を惜しむつもりもありませんし、ただ、当然、組織全体で仕事をしておりますので、

そういう組織の仕事の手順の中で踏みながらということだと思っています。 

○大同議長 池田議員。 

○１４番 池田議員 １４番、池田です。委員長質疑の中で、部長の答弁で、ちょっと１点確認

をさせていただきたいんですが、地元優先、地元育成を優先的に考えるべきだというふうに悩ん

だと。ところが、技研サービスの提案が、地元の優先枠を考慮してもすぐれているという答弁が

あったというふうに委員長報告で聞いたんですが、そういった、この選定基準を見ても、その基

準は一つも出てこないわけですね、地元優先という。地元に優先的に配点しますよというような、

何をもって地元の優先枠と言われるのか。また、そういった枠があるのかないのか、確認してお

きます。 

○大同議長 企画総務部長。 
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○渡部企画総務部長 地元の関係に関する配点の部分についてでございますけれども、募集要項

の中にあらかじめその選定基準、審査項目という項目がございまして、その選定基準の４番目で

ございますけれども、施設の管理を安定して行うとともに、施設の設置目的を達成するために必

要な物的及び人的能力を有していること、このような選定基準がございます。ここの要素の一つ

として、団体として当該指定管理施設の運営をサポートする体制があるかどうかということで、

市内に事務所がある場合については加点をすると、そういう細目の配点の中に含まれておると、

そういうことでございます。 

○大同議長 ほかに答弁はありませんね。池田議員。 

○１４番 池田議員 ということは、地元優先枠という意味は、地元に事業所があるかないかだ

けのことなんですかね。 

○大同議長 企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 配点上は先ほど申し上げましたけれども、団体として当該指定管理施設の

運営をサポートする体制があるかどうかという観点から、団体の事務所が市内にあるかどうかと

いう点だけでございます。 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 この経済的な金額の差は１３万円ですよね。Ａ者、Ｂ者、Ｃ者、二番手、

金額だけでしたら。点数は別にして。１３万円。１,５００万、１,６００万の中での１３万円の

差というものはどう見る。今回、審査会ですか、に入られた方々は、どのような思いでこれらの

団体、特にスポーツクラブが活躍、活動されてきたか。皆さんの近くにこういう団体があるなら

教えていただきたい。わからないんでしょ。市長、こんな団体があったなんて知らなかったでし

ょう。企画総務部長、あなた知ってましたか、こんな団体を、あなたの身の回りにありますか。

これだけのことをやってきた団体が、歴史のある。その無知なことを隠して、何ですか、これは、

今の答弁は。だから、地域のことは地域だということになるんでしょ、いいですか。 

  先日も浜詰の海岸に砂が１００トン放置されておったという。京都府、京丹後市が、今、ジオ

パークとかそういう自然環境を守りましょうよという運動をやっているじゃないですか。その中

で、あのことですよ。言うだけですか、スローガン書くだけですか。 

  先ほども森議員の方からもありました。総合計画に照らし合わせて、かつもう一つつけ加えて、

認識しておられるかどうか、昨年の１０月８日、京丹後市の行財政改革推進委員会の高野氏が、

第２次の行財政の答申で同じことを言われておるんですね。行政コストと行政の効果の両方を考

慮しながら、市民の立場に立ち、そしてまた、地域パートナーのことも言われてますね。市民と
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ともに協働事業の推進に向けた取り組みをしてください。どの項目を見ても、今回のありようと

いうものは理解できないというのが、地元の住民の意見なんですよ、市長。 

  この市が公表されておるこれらのものはすべて偽りなのかというところまでの話も、私の方に

質問が、声がかけられる。基本構想って何だ。うそばっかしか。適切な表現ではないですけれど

も、網野弁で言ったらそうなるんです。そういう中で、これは質問にかえさせてもらいます。市

の公表するものは、偽りばっかりか。お答えください。 

  それと、何を目的に二度、三度と、先ほども委員長には質問したんですけれども、最終の２月

８日に、部長は地元との関係について心配をいただくような多くの質疑をいただく中で、技研サ

ービスの提案内容を、それから実績といったものを応募団体に説明させていただいた。なぜ、こ

んなことを３度もこの日に限って言われるんですか。まずい行為なんでしょ。１２月１８日に２

業者を呼んで、協力をしてやってくれ、そういった行為をやることは適切じゃないんでしょ、京

丹後市の弁護士のコメントは。私の弁護士はそうは言わない。法的に問題がある。これは、司法

の場でしか判断ができないということであります。そういう中で、なぜ、こんなことを二度、三

度も、部長は委員会で最後のあの２時間余りの間の中に言われたんですか。 

  次に、委員会での説明などの発言は、１２月２２日、１２月の議会の決議に抵触するという考

えが、抵触するのではないかと思われるんですけれども、本当に市長、そして、お歴々はこの決

議を尊重する考えがあるのか。あるとするなら、この議案の扱いについてはどうだったのか。１

２月２２日の決議、真摯に受けとめるという発言もいただいた。であるのに、またぞろこういう

こと、本心はどこにあるんだ。やっぱりこれはお聞かせを願わなければなりません。お聞かせく

ださい。 

  それと、先ほどお尋ねした少しでも前に進めたいという思いがお互いに働いていた。だれとで

すかという質問に対して、部長は自分と業者の技研だと言われた。これはやっぱり問題ですよね。

通してほしいために、その土壌づくりをするんですよ。これは、議決をいただくための準備行為

なんですかね。これはやっぱり違うでしょう。技研と２人が一緒になって、委員会、議会に説明、

有利なために説明するために、運営協議会に入っていただかなければならない業者に対して、同

意を求める行為を部長が指示をし、そして業者が動く。これはやっぱり正直に言われているんで

すね。２月８日の最終ですよ、月曜日。お互いに。委員会の皆さんは審査された。どのような思

いで聞かれたかわからないですけれども、文章で改めて私が見させていただく、こういう疑問が

わくんです。何でまたこんなところに、お互いに業者と発注者がですよ、議会に対して。 

  思い出せばこの間もありましたよね。船木のエコエネルギーでも。業者が嘆願書、議員のとこ
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ろに持って歩く。市長はそれを聞いて、厳重に注意されましたよね。嘆願書を持って歩くことに

ついて。議長から多分市長に言ったと思いますね、あの行為は謹んでほしいということが。それ

以上のことですよ、これは。部長が一緒になってやっているんですから。あれは、業者がみずか

らが判断でやったことですし、さらにこの件は、もっとひどい話だ。お互いに進めたいというこ

とで。その辺について、どうですか。先ほどの部長、技研と一緒になって進めていったというこ

とについての市長の見解は、お答えください。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 まず、１２月の決議との関係でございますけれども、これにつきましては、当然、

市役所としてしっかりと受けとめていかなければならないわけでございますし、また、部長の１

月１４日の発言があったわけでございますけれども、思い込みであるにしても、慎重さに欠けた

訂正すべき内容であるわけでございまして、混乱をおかけして、私からも申しわけなく思ってお

るところでございます。また、業者の方にお声かけをする、お手引きする等のことについては、

配慮が足りなかったということで申しわけなくも思っております。 

  また、市役所の公表物の話もありましたけれども、当然、事実や状況、それぞれのことで誠実

に認識しながら書物にしているということでございまして、偽りを偽りと認識してそのまま出す

というようなことはないわけでございます。 

○大同議長 建設部長。 

○大村建設部長 ２月８日の委員会の中で、今議員が言われました３回もなぜ、そういった発言

をしたのかということであります。委員会の流れの中で、まず、企画総務部長の方から発言とい

いますか、説明がありまして、その中で、１８日の内容が出てきましたので、私が答弁をさせて

いただいたということであります。それから、その後、いわゆる企画総務部長退席の後、私が本

会議で出されました内容につきまして、改めて説明をさせていただきました。その中で、今の点

に触れております。これが２回目ということになろうかと思います。これは、あくまでも質疑の

中、それから私の説明の流れの中でそういった形になったということで、特にここを強調してど

うこうということは何も思っておりません。 

  それから、先ほどのお互いに働いていたという部分でありますが、確かに言葉の中でそういう

発言を申しております。言葉足らずであったかもわかりませんけれども、思いとしては、議決前

の準備行為ということでお許しいただいて早く進めたいというのが、やはり私の思いの中にはあ

ったということでこういう発言になったと思います。申しわけありません。 

○大同議長 奥野議員。 
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○２０番 奥野議員 私の質問はこれでとめたいと思うわけですけれども、市長、今度の件、本

市はまちづくり協議会等々をさらに進めて、ＮＰＯ等の団体づくりにも一生懸命になっておられ

ますよね。それは、自分たちのことは自分たちで、やはり地域パートナーという住民を巻き込ん

だ、行政と協働してやっていくんだという考え方の中であるわけですね。今度のこの件がしっか

りと認識されないと、すべてがおじゃんになってしまうということを、私、冒頭申し上げたんだ

けれども、そういう気持ちだということで。本当に、信じられないほど献身的にやっておられま

すよ。まだいっぱいあるかもわからない。ほかの他町にも。網野だけではなしに。ほかの地域で

もあるかもわからないけれども、私の知る限り、本当に驚くほど一生懸命人材づくりをやってお

られる。それを考えたときに、今回のこういう提案の影響で、私は後を引くことを懸念するわけ

です。今回の決定がどうなるかもわからないですけれども、決定を議会が採決し、可とするか、

否とするかは別として、決定をする前にこの議案の取り下げをされるお考えがあるのかないのか。

最後に私の質問としてお答えを願いたいと思います。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 この議案について取り下げるつもりはございませんが、他方で、今回のことも改め

て教訓としながら、議員おっしゃられる地元の皆さんとの関係というのは、これは、当然、市政

を進めていく上で大きな基本となるものでございまして、そういった地元の皆さんとの協働、参

画いただきながら、一緒になってやっていくという形をさまざまな場面でしていかなければなら

ないということについては十分自覚をしているつもりですし、改めて深くしながらやっていかな

いといけないというふうに思っております。 

  本件につきましては、申し上げましたように指定管理者制度という枠の中で、法律、条例、規

則、基準等で決められたことの中で効果的、効率的な施設の運用というようなことを中心とした

制度の設計になっておりますので、そういったことの中での選定、我々行政部局としての選定と

いうことになったわけでございますけれども、その中で、どういうような工夫が、指定管理者の

場合にあってもできるのかということについては、精査をしていかなければならないというふう

に思いますし、しっかりと今回の教訓は生かしながらしていかなければならないというふうに思

っております。 

○大同議長 行待議員。 

○８番 行待議員 ８番、行待です。市長に１点確認をさせていただきます。先ほど平林議員が

質問をされました内容でございますけれども、地元との調整が非常に難しいだろうと。今後、そ

の難しい地元との調整をどう行っていくかという質問に対しまして、市長は、私が聞いたことが
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正しければ、この議会で議決されれば地元に入っていくようなことをおっしゃったんですけれど

も、それは、私の聞いたことで間違いないんでしょうか。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 当然、議決が前提でありますけれども、その上で、申し上げましたのは、市役所と

してそういう努力をしていく必要があるのではないか。市役所として努力をする、組織で仕事を

してますので、手順を踏む中で、労はいとわないというようなことで申し上げた、必要があれば

させていただくというようなことでございます。 

○大同議長 行待議員。 

○８番 行待議員 私の聞いたのが正しかったわけですけれども、なぜ、議決後、業者が、指定

管理者が決まった上で、行政が動かなくてはならないかということなんですね。地元との調整関

係は、この議決を受けた指定管理者が当然すべきであって、市長もしくは行政が動く場合は、行

政的な事業で、政策的な事業でその促進を図るために地元との調整が必要だということだろうと

いうふうに思っているんですね。当然、先ほど申し上げましたように指定管理を受けた業者の、

これはもう受けた後は、業者の私は努力義務であろうというふうに思っているんですけれども、

再度聞きます。それでも行政は行かれる用意をされているんでしょうか。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 ちょっと制度的な精査をしながら申し上げたわけではないわけですけれども、いず

れにしても、おっしゃいますように指定管理者の方が努力されるということだと思いますけれど

も、我々として、この指定業務を円滑に推進をしていく責務というのが当然あるわけでございま

して、今回の議論を踏まえながら、指定管理者としての業務が円滑に進むということが、これは

もう市の利益にかなうということだと思いますし、ヒアリング等の中では、運営協議会に入って

いただいて、そして運営協議会において地元の関係者の皆さんが入っていただいてやっていくこ

とがやっぱり一番いいんだということも、我々としても評価をしながら選定をしていったという

過程もありますので、可能な範囲でそののりを越えない範囲で、市の市政を円滑に進めていくと

いうような趣旨で、当然、利用の実態というのは、地元の皆さんが中心になって利用していただ

けるような形が結果としてはあるというふうに思いますので、それが円滑に進みますような行政

としてのバックアップをしていくことが、行政としても求められるのではないかというような思

いから申し上げたものでございまして、のりを越えるかどうかについてはちょっとよく内部で精

査をして、どういうことがふさわしいのかということについては精査をしていかなければならな

いというふうに思います。 
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○大同議長 森議員。 

○１８番 森議員 今の行待議員との若干の引き継ぎも含めた質問になると思います。ちょくち

ょくありますね、談合云々だとか、先ほど市長が言うたことは、時と場合によっては便宜供与と

いう点に当たる可能性もありますよと。その辺もっと慎重に、京丹後市の弁護士はどう言うかも

わかりませんけれども、この点について、やっぱり理事者の認識の甘さがさまざまな混乱を招い

た。前回は３時まで、きょうも本来は全協ですべくものができないまま、こうした混乱をもたら

した原因は、最終的にはすべて市長に責任がある。 

  その意味から、奥野議員が言ったように、そこを責任感じるなら、取り下げたっていいのでは

ないかと。そのことが、こういう混乱をもたらした市長の議会に対する当然の責任ですよ。それ

ぐらいのものがあってもいいと。さらに４月からということですけれども、３月の議会で多少時

間はぎりぎりかもしれませんけれども、それぐらいのやっぱり責任をとるべく、１２月のいわゆ

る意見書か、決議か、決議の視点から見ても、それぐらいのことがないと、まあ、悪うございま

した、謝って済むという問題のとらまえ方、あの決議はそんなに軽いものではない。しかもそれ

から期間がたってない、連続性のものだという点から、責任を感じるなら、取り下げるべき、い

かがでしょう。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 議案については、取り下げるということは考えておりませんけれども、この間の一

連のお混乱をおかけしたことに対しては申しわけなく思っております。 

○大同議長 田中議員。ちょっと待ってください。田中議員は委員会です。 

○１７番 田中議員 いいと言っていたんじゃないのか。だめなのか。 

○大同議長 委員会については、まだそういうことは言ってないと思います。森口議員。 

○４番 森口議員 ４番、森口です。すみません、２点お伺いします。まず１点ですね、先ほど

委員長報告に対する質疑でもさせていただいたんですが、やっぱり今の指定管理者の手続の条例

が、いわゆる京丹後市の今の状況にあわない部分も、当然、それは指定管理制度の範囲内でとい

うことなんですが、いわゆる中山市長が今まで言ってこられた中身と、この手続条例に若干思い

について違いが出ていると。そのことが委員会でも大変問題になったんじゃないかということを

言わせていただいた中で、先ほどの委員長の答弁の中には、やっぱり指定管理者の今後の問題に

ついて、やっぱり方針をしっかり示してということが部長から答弁があったということだったん

ですが、部長が言ったことですというふうに市長がおっしゃられると困るので、確認の意味で市

長にお伺いします。市長も指定管理者制度の許す範囲内で、やっぱり今の京丹後市、それから、
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今の時代にあうやっぱり方針について、改めて検討していただけるのかどうか。まずこの点が１

点。 

  それからもう１点は、今、行待議員にお答えをされました中身ですが、確認をさせてください。

それは、この八丁浜の指定管理者に対してのみおっしゃったのか。すべての指定管理者に対して

おっしゃったのか。この点についても確認させてください。 

  以上、２点お願いします。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 まず後者については、これは、指定管理者制度の許す範囲でということが大前提で

すけれども、この八丁浜に限らず、すべての場合について、必要があれば、市として、市民のた

めという観点からやらないといけないことがある場合もあるかもしれないという思いで言わさせ

ていただきました。 

  それから、前者についてでございますけれども、これについては、検討をこれも指定管理者制

度の中でどういうことができるのかというのは勉強をよくしてみないといけないわけですけれど

も、例えば、指定管理者の場合でも、委託をそこそこ額をもってする公共事業の発注ではないん

ですけれども、事業の発注に近いような形のものであるのかどうかとか、あるいはその分野によ

って市内に的確と想定されるような方が相当いるのかどうかとか、いろんな場合分けをする必要

があるんじゃないかなと思いますけれども、いずれにしましても、見直しを、制度が許す範囲で

していく必要はあるというふうに思っております。 

○大同議長 森口議員。 

○４番 森口議員 その中で、もう１点、確認をさせてください。今、いわゆる指定管理者が地

元との関係だとか、そういう事業の中で、指定管理の制度の許す範囲でやっぱり行政がサポート

していくということをおっしゃったという理解のもとで、再度もう１点だけ確認をさせてくださ

い。そうしますと、この八丁浜シーサイドパークの今の選定をされた指定管理者技研サービスさ

んにつきましては、自主事業でたくさんの中身を盛り込まれております。もちろん部長の方でこ

れについては地元と調整して、当然ノーということもあるということは委員会の答弁の中でされ

てますけれども、今おっしゃったいろんな行政の支援というのは、自主事業に対してもやられる

のかどうか。この点、確認させてください。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 それは、基本的にそういうことはないというふうに思います。申し上げたのは、市

民のためにする必要があればということでございまして、そういうことでございます。 
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○大同議長 森口議員。 

○４番 森口議員 そうしますと、今、市長がおっしゃったように、指定管理者がやる自主事業

については、基本的には市は支援したり、関与はしないということでよろしいですね。 

○大同議長 休憩しますか。ここで２０時５０分まで休憩します。 

 

午後 ８時４０分 休憩 

午後 ８時５０分 再開 

 

○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。中山市長。 

○中山市長 休憩をいただき、ありがとうございます。まず、自主事業とのかかわりでございま

すけれども、まず一般論としましては、自主事業と市役所のかかわりにつきましてはケース・バ

イ・ケースでございまして、個々にそういったことにどうかかわっていくのかについては、個々

の公益との関係で評価をしていくということであるというふうに思っております。ただ、本件に

つきましては、選定の過程で本市が財政的な関与をしなければならないという目では基本的には

選定をしておりません。 

○大同議長 建設部長。 

○大村建設部長 先ほど行待議員と森口議員の方から行政がなぜ動かなければならないか、また、

八丁浜のみかということがありました。八丁浜の指定管につきましては、協定書の中で運営協議

会を設置するよう協定書の中でうたっております。そういう意味で、ほかの施設が運営協議会

等々がうたってあるかどうかよくわかりませんけれども、八丁浜については、そういう協定の中

でうたっておる関係上、やはりその部分については行政としても指導なり、そういった動きをケ

ース・バイ・ケースですけれども、する必要があるだろうというふうに思ってます。 

○大同議長 行待議員。 

○８番 行待議員 また、質問しないといけないことが出てくるんですけど、そうしますと、運

営協議会の設立のためだけに動くということで判断させてもらったらよろしいんでしょうか。そ

のほかのことは動かないということでよろしいんでしょうか。 

○大同議長 建設部長。 

○大村建設部長 基本的にはそういうことだと思っておりますが、まだ詳しく詰めをしておりま

せんので、基本的にはそういう部分になろうかと思っています。 
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○大同議長 行待議員。 

○８番 行待議員 今、詰めをされるとおっしゃったんですけれども、どのような詰めがあるん

でしょうか。 

○大同議長 建設部長。 

○大村建設部長 先ほどの自主事業にも絡むわけですけれども、いわゆる協定書の中で自主事業

についてもですし、いろんな事業について計画書を上げていただく中で、実際に協議をしていく

と。すべてが認められるわけではないということの中で、決定してからですけれども、業者さん

の具体的な提案、そういったものを聞かせていただく必要があると。そういう意味での詰めとい

うことであります。 

○大同議長 行待議員。 

○８番 行待議員 ということは、自主事業にも入り込んでいくということで判断よろしいです

ね。 

○大同議長 建設部長。 

○大村建設部長 入り込んでいくというよりも、今回、技研サービスが提案しております中身に

ついて、具体的には、例えばグラウンドゴルフ場をつくるということが上がっておりますが、そ

の中身についてもどうするのか。グラウンドの芝を植えるのか、何するのかということはまだは

っきりわかっておりません。それから、キャンプサイトをつくるという提案もありますが、当然、

ほかの団体との関連もありますし、そういう意味で、協議をしていくと。自主事業の中に介入し

ていくということではなしに、すべてについて事前に協議をいただくという中身になっています。

入り込んでいくとかいうことではなしに、協議を受けて詰めていくという中身になっています。

（「じゃ、地元との関係は」の声あり）地元に入っていくというよりも、どういうんですかね、

今回の場合は、地元を紹介するといいますか、技研サービス、市外業者ですので、どこにどんな

団体があって、どんなことが行われているかということはわかりませんので、委員会の中でもそ

ういった意味で我々の方からそういう指導なり、紹介をしていくというふうに答弁をしておりま

す。 

○大同議長 平林議員。 

○１９番 平林議員 １９番、平林です。指定管理のちょっと基本的な考え方を再度ちょっとお

尋ねするんですけれども、まず、この施設を指定管理にするということで、経費の節減とか、民

間のノウハウを生かしてというような説明もあったと思うんですけれども、まず、経費の節減と

いう部分で言いますと、こういった公園というようなものはむちゃくちゃ利益が上がるわけじゃ
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ないですわね。ですから、収入に見合った部分より支出にかかる費用の方が多分たくさん出てい

くんじゃないかなというふうに感じるわけなんですけれども、そういった利益を生まないような

施設の管理についての基本的な考え方について一つお尋ねするのと、それから、公園の管理のノ

ウハウがあるんだということが言われたわけなんですけれども、京丹後市には緑化事業団という

形で峰山の途中ケ丘、ああいったところを管理しているような団体もあるわけなんですけれども、

よそに頼らなくても、そういったことで、今回、民間のノウハウというようなことが説明がなさ

れたわけなんですけれども、地元にも十分こういった公園の管理のノウハウを行うような団体も

あるわけなんですけれども、そういったあたりについてはどのように掌握というのか、考えてお

られましたでしょうか。 

○大同議長 企画総務部長。 

○渡部企画総務部長 ご質問をいただきましたうちの１点目の利益を生まない施設に関してどう

いう考え方かというお尋ねだったと思うんですけれども、利益の生む、生まないということでは

なしに、その公の施設につきまして指定管理者にお願いするときの選定の基準としましては、公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の４条の２項に選定の基準がございますので、

こちらに基づいて選定をしているということでございます。 

○大同議長 建設部長。 

○大村建設部長 緑化事業団の件であります。ノウハウがあるということで、地元であります。

委員会審査の中でもそういった質疑等がありまして、私の方も答えさせていただいてます。１番

の質問にもかかわるわけですけれども、公園事業、                                というふ

うに思っております。そういう意味で、緑化事業団に、これ、公募をしてますので、緑化事業団

が手を挙げるかどうかという話にはなると思うんですが、ただ、緑化事業団は我々も、私も副理

事長というような形で入ってますので、直接のお話はしたことはありませんが、今言いましたよ

うに緑化事業団自体も経営が苦しい団体になってます。これ、指定管の関係もあるんですけれど

も、いった意味で、また、どういうんですかね、もうからない施設といいますか、そういったこ

とで、事業団自体がますます苦しくなるのではないかという判断もありまして、公募したという

のが一番の点であります。 

  （「議長、議事進行」の声あり） 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 すごく気になる発言。１２月１７日にも今のような発言を議長しとるんで

すね。赤字が出れば、本社が見る。一緒なんですね。もうからない施設、指定管理だと。もうか
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らないことを市外の業者にさせるという発想、これはね、議長、やっぱり取り消ししないと、こ

んな町じゃないんだから、議事録にもある。損をしたら、本社が補てんしますから、ああああっ

てなもん。はっきり２カ所もある。今の発言って不謹慎ですよ、他市から見たら。よその業者が

来て、損してもらっても結構ですわという考え方と一緒なんだ。自分がかかわっとる緑化事業団

は損させられない、だから、せんのですわって。もともとあの団体はそんな目的でつくった団体

じゃない。議長、これ、やっぱり整理しないと。初めて今の件は申し上げるけれども、ずっとこ

の議事録見させてもらって、一番気になっていたところ。京丹後市が、よその人たちから見たと

きに、どんな町だと疑われますよ。ああいう発言を、再度、再度しとると。この件は議長の方で、

一度調整してみてください。 

○大同議長 建設部長、どうですか。 

  暫時休憩します。 

 

午後 ９時０３分 休憩 

午後 ９時１７分 再開 

 

○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  建設部長。 

○大村建設部長 申しわけありません。先ほどの奥野議員のご指摘をいただきました発言につき

まして、不適切でしたので、取り消しをお願いしたいと思います。また、委員会でも一部そうい

った不適切な発言があります。申しわけありませんでした。 

○大同議長 吉岡豊和議員。 

○２１番 吉岡豊和議員 ２１番、吉岡です。私は、今理事者側に対してのいろいろと質疑を聞

いておりまして、一番気になっていたことがあります。それは、１２月１７日の１３ページの一

番上からですけれども、部長の答弁の中で、だれもそうですけど、まさか市外から来るなんで想

像していませんでしたのでという言葉なんです。このあたりを十分検討もせずに提案されて、も

う今となっては何か提案したから意地となっても提案は取り下げない。何か理屈は後からついて

くる。そんな気がしてならないんです。僕ももう奥野議員、森議員が言われたように、市長、提

案の取り消しは再度お尋ねしますけど、お考えはないでしょうか。 

○大同議長 中山市長。 

○中山市長 本件について取り下げるつもりはございませんけれども、今回のご議論を十分受け
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まして、今後の教訓としたいというふうに思っております。 

○大同議長 それでは、これで質疑を終了いたします。 

  これより平成２１年 議案第１８６号について討論を行います。反対の方。田中議員。 

○大同議長 田中議員。 

○１７番 田中議員 １７番、田中です。京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者の指定

について、反対の立場から討論を行います。 

  市長は、市民を中心に置いて、このことについて議会で答弁されている部分があります。情報

公開、提供、説明を行い、ともに歩み協働してまちづくりを進めていく、こういう立場だという

ことでございました。指定管理への方針を決めるそれまでの経過として、これまであそこの公園

管理や利用団体含めまして、準備の段階からそこへの働きかけが非常に不十分であった、このよ

うに思います。特に、地元の団体や業者のごく一部しか事前聴取されていない、そういう状況が

ございました。私は、そういう点、もっと地元の事情をしっかりとつかんで進めていく、そうい

うことが必要であるというふうに感じています。強引に指定管理に持っていき、今回の提案にな

っています。 

  二つには、提案されてから、説明の中で地元との関係がうまくいっていない、こういうことが

ございました。１２月の段階で、こういう状況のもとでは決めるわけにいかないということで、

継続審査になったわけですが、その後、協力関係が確立されているかのような説明があり、また

それが取り消されるという経過の中で、現在では、結局、１２月の継続審査にした段階に戻って

いると、このように思います。 

  したがって、指定管理にするのではなく、これまで公園管理のノウハウを蓄積させてきた緑化

事業団など、この京丹後にはそういった財産があります。緑化事業団が受ける、受けないは別と

いたしまして、あるわけです。そういうことを生かしてしていく。これまでどおり市が直営でし

ばらく管理運営をしながら、地元の団体や業者を育成をしていく、そのことが非常に重要だと。

地域を発展させることであり、京丹後市のやるべきことだと、このように考え、本議案には反対

をいたします。 

  以上です。 

○大同議長 次に、賛成の方。松尾議員。 

○２２番 松尾議員 ２２番、松尾です。私は、賛成の立場で討論させていただきます。 

  八丁浜シーサイドパークにつきましては、旧網野町時代から長年にわたって当初の建設計画を

変更しながらも、多くの費用をつぎ込んで建設され、市民に親しまれる都市公園として整備並び
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に管理運営がなされてまいりました。このたび指定管理者制度の移行について、公募によって運

営管理に関する管理者の選定が、技研サービス株式会社の指定となり、選定結果が妥当であるか

いなか、審査が行われました。 

  この提案内容の中、今後、施設をさらに多くの人が利活用できる適切な、適正な管理運営が求

められており、維持管理の縮減を図りながら、民間の管理技術に関する知恵などを生かしていく

かについても審査を行いました。基本協定書では、施設を適正かつ円滑に管理するために必要な

事項を定めており、業務の範囲と実施条件、業務の実施、備品の扱い、市による業務施行状況の

確認、指定管理料、損害賠償等のほか、指定の取り消しなどについても審査をいたしました。 

  第５章、業務実施にかかわる市との確認事項２０条、業務計画書の１２１条、毎年度業務報告

書の提出、その他その説明、２２条での状況の確認、さらに２３条では業務実態が条件を満たし

ていない場合の改善勧告なども上げられております。 

  また、第９章の指定期間満了以前の指定の取り消しなども明記していることから、基本協定の

締結により提案内容の確保ができるものと考えられます。 

  年度協定書でも、各年度の指定管理料の額についても妥当な内容を定めています。指定管理業

務仕様書は指定管理者が行う業務の内容の範囲を定めているのかの審査も行い、京丹後市八丁浜

シーサイドパーク指定管理の指定のための選定審査委員会の選定は妥当であると判断をしており

ますし、この議案には賛成をするものであります。 

  以上であります。 

○大同議長 次に、反対の方。平林議員。 

○１９番 平林議員 １９番、平林です。議案第１８６号について反対の討論を行います。 

  まず、私は一番の問題点だなと思ったのは、この間、不況の中で、市長も常々言っておられま

すけれども、市内業者を育成というようなことを常々言っておられるわけですけれども、今回、

募集の段階で市外の業者に募集があり、そこに選定をされたというところ、ここら辺の取り組み

に対して、やり方に対して一つ問題があったのではないかと思います。 

  また、選定後、委員会、また、議会の中での説明が二転三転し、議員として判断をするという

大変重要な場面において、説明が二転三転するという点では、議会軽視という部分で本当に問題

があったというふうに思います。そもそも指定管理者制度ということについては、公の施設を指

定管理するということについては、やはりよくよく考えなければいけないというふうに考えます。

やはり市民の福祉向上のためにつくられた施設を利益目的の民間に委託してしまうということ、

管理を委託してしまうということにも大きな問題があると思いますので、私は、しばらくでもや
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はり行政として、市としてここをしっかり管理運営して、市民の福祉向上に役立てる施設として、

今後は管理していくべきだということで、反対といたします。 

○大同議長 次に、賛成の方。由良議員。 

○１１番 由良議員 １１番、由良です。議案第１８６号について、賛成の立場として討論させ

ていただきます。 

  八丁浜シーサイドパークは、市民の憩いの場として親しまれ、スポーツ、レジャーにと観光産

業の大きな一端ともいえる施設です。この施設の運営、管理には大変困難な状況下である現状、

本市において、今回の指定管理の選定に求められるものは、地域の発展と基本的に質の高い市民

サービスとシステムの向上、そして、今必要とされる財政負担の軽減に努力することを期待でき

るものと思います。 

  指定管理者として、実績や財政的基盤も審査内容も十分納得のできるもので、不透明なところ

はあるとは思えません。また、施設運営に当たり、地元住民との協力関係を前向きに求めていく

姿勢もあり、京丹後市のまちづくりのために地元住民も質向上に向けて、前向きに参加しいく評

価はあると思います。 

  本議案に対して賛成の討論と述べさせていただきました。 

○大同議長 次に、反対の方。奥野議員。 

○２０番 奥野議員 反対の立場で討論を行うわけですけれども、長い間の審査、経過を見て、

何を基準に審査をしておるのか。何を物差しとして、一つ一つの議案に対して提案をされ、そし

て、この議会が決定をしていくのか。まさに今回のこの議案がその一つのいいモデルになるとい

うふうに思います。 

  私は、昨年のアミタに対する指定管理の議案、賛成された方々は、今の現状を見てどう判断を

されているのでありましょうか。牧場運営が今は休止になり、６名の方がクビに、解雇になって

おる。解雇が生まれるはずだった。偽られたということではないでしょうか。液肥の問題もそう

であります。きょうも我々は勉強をさせていただいたわけですけれども、賛成された方はどう、

あの議会に対する説明と、実際に指定管理をした協定書を見たときに、その違いに対してどう意

見を述べられ、行動をとられようとしておるのか。公僕として、議員はどうあるべきか。甚だ市

民の期待に沿えるものであるのかどうか。私もその中の一人として、胸に手を当てて思案をしな

ければならない、そんなことを今回の議案でも思います。 

  今回の議案の基本は、京丹後市の根本といえる基本構想、そしてまた、審議会等々の多くの市

民代表の皆さんの答申等を見る中で、崩してはならない地域の皆さんとのパートナーシップ、ま



 

－198－ 

＋＋

＋

＋

ちづくりをどうしていくんだ。そのことが、一番、今本市にこの不況の中で、お互いに助け合っ

ていく、できることはやろうよという考えの中で欠かせないものであると私は思っております。 

  そういう中で、今回のこの指定管理の事業、いかにも提案される側の、理事者側の提案理由が

大変不謹慎な言葉でありますけれども、お粗末すぎる。地域で、地域住民がこれまでどんな形で

地域づくりに参加し、人づくりに参加してきたか。何ら精査せずに、ただ指定管理をすればいい

という形の中での点数づけをされ、公募もされてきた。先ほども吉岡豊和議員が理事者に対して

質問された。思わぬよそから応募があった。今回のこの指定管理という議案を使って、通して、

住民参加のまちづくりの一環として、いい具体的事例として、なぜ、この指定管理の議案が扱え

ないのか。どうしてこの不況の町を建て直していこうとされるのか。 

  私は常日ごろから申し上げておる。経済政策を、対策をこの小さな町の予算の中で、新しいも

のをつくることはできない。今あるものを使って、いかにそれを不況対策として転換をしていく

のか。展開をしていくのか。そこのところに、仕事をするということがある。そういう理念のな

いところに、この本市を預ける気持ちには一切なりません。もっともっと市民がどう考え、市民

が何を行政に期待をしておるか。私は、そんなことを思うわけでございます。 

  私は、今回の議案を通しても、去年来のエコエネルギーを通じましても、精いっぱい資料等を

集め、そして、今もです、最後の力を振り絞って、この町をつくってきた一人として発言をいた

しております。議員の皆様方もしっかりとした見解の中で、この議案を判断をしていただきたい。

地元住民は、この八丁浜シーサイド公園にかかわってきた人たちは、今回の議案に対しては反対

の意向をあらわしております。それを無視して、本当に賛成と言えるのでしょうか。私は、賛成、

反対をする中で、その自分がとった行動に対しての責任はしっかりとそれぞれの議員さん方がと

っていただかねばならない。説明責任というものをどう果たしていくのか。そのことをわきまえ

て、判断をしていただけるものと思い、私の反対討論といたします。 

○大同議長 次に、賛成の方。行待議員。 

○８番 行待議員 ８番、行待でございます。まず、２日間にわたりまして１０時間近く委員長

席におられました松田委員長に敬意を表しておきたいというふうに思っております。 

  それでは、議案第１８６号、京丹後市八丁浜シーサイドパーク指定管理者の指定について、賛

成の立場で討論をいたします。ただし、私の賛成の趣旨は、公の施設の選定等審査会の選定過程

に瑕疵はなく、審査会の慎重な審査とその決定を尊重するという理念からであります。 

  本日も、委員長報告、その他議員さん方の質疑を聞かせていただくと、その中で大きな課題が

あるということを感じたものでございます。一つは、選定等審査会のあり方でございます。現在
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の１０人の審査委員は、本日も説明がありましたけれども、すべて職員であるということであり

ます。客観的に審査をされたとは思ってはおりますけれども、どうしても職員である以上、役所

側から見た概念が知らず知らずに入ってくるということでございます。今回のような問題が起こ

ってきますと、なおさら市民側から見る審査員の必要性を痛感するものであります。審査員の構

成に市民、有識者を今後入れるべきと考えております。 

  二つ目は、採点のあり方に課題があるのではないでしょうか。１人１００点の持ち点で１０人、

つまり最高１,０００点で審査採点が行われておりますけれども、提案されております技研サー

ビスと次点のスポーツクラブとは実は１９９点の差があります。当然のことなんですね、これは。

といいますのも、片や指定管理者として全国でさまざまな経験と実績を持つ、コンサルつきの、

あえて言うならば、いわばプロであります。反面、スポーツクラブは指定管理の経験のない、あ

えて言いますとアマチュアということになるんではないでしょうか。事業提案者の内容だけをと

っていたしましても、勝てる要素があるはずがないわけでありまして、聞き取り審査にしても、

同様であると考えております。 

  市長は、政策の中で、常に市内団体、企業との連携、あるいは市民との協働を言われておりま

すが、言われますように、採点の中に幾らかの地域団体や企業に配慮した点数配分、これ２００

点と言われておりますけれども、点数配分があるようですけれども、今回のように審査採点を見

ましても、アマチュアがプロをひっくり返すほどの配慮になっていないのが現状ではないかと思

っているところでございます。このままでは、今回のみならず、今後の指定管理者制度の中で、

地域団体、企業等に幾ら指定管理に意欲があったとしても、市外の経験豊富な企業が応募してく

るならば、到底、地元は太刀打ちできないと考えるものでございます。 

  経費削減や民間の持つノウハウのことを委員長報告でもお聞きいたしましたけれども、本当に

その考えだけでいいんでしょうか。緑化事業団等質疑等の委員長報告にもありましたが、まだま

だあるんですね、運動公園だとか野球場、それから、し尿処理センター、これから出てくる斎場

等々も、いろいろとこれから出てくることもあるわけでありまして、市民との協働、共生を今後

も市長が言い続けられるならば、ぜひ、いま一度、採点における地域配慮の考え方を再考し、意

欲ある地元団体、企業等が地元への活動をしやすく、また、経験と実績を積み上げるためにも、

さらに人材も含めて育成を図っていく配慮も行政の大きな政策ではないかと考えます。 

  今後のことも考え、以上、二つの課題について再考の必要を感じつつ、賛成討論といたします。

以上です。 

○大同議長 次に、反対の方。森議員。 
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○１８番 森議員 議案第１８６号について反対の討論を行います。 

  先ほどの賛成討論の中に基本協定の問題が出されておりました。これは、事問題が起きたとき

には、当然、さまざまな対応をしていくということは基本協定で書いてあることは、もうこれは

当然。これを評価の基準にするなどということでは、これは大問題というふうに思います。その

点で、今、最もこうした指定管理者等を考える場合に、まず、行政として何が一番大事なのか。

京丹後市の経済は大変な疲弊した状態にある。さらにこれが悪化をするのではないか。暮らしに

ついても非常に厳しい状況になる。まず、すべてのことを考える場合に、このことを出発にして

やるということが絶対に抜けてはならない。そういう点から考えても、その状況からして、今回

の指定管理者を選定するに当たって、こうしたさまざまな状況も考えた上で、どうすべきかとい

うのが、やっぱりちょっと欠落をしておったと言わざるを得ない。これだけでも、当然反対にす

る理由になるというふうに私は考えております。 

  さらに考えた場合、今の状況の中で、これからの京丹後市をどうしていくのか。経済を発展を

させていくのかいうことを考えた場合に、地元業者を重視をして、やっぱり育成をしていく。こ

ういう視点が絶対に必要だと。この点についても、安易によそから入れた人が、業者が持ってい

くような、こういうことでは絶対にだめだというふうに思います。 

  さらに、最後に加えて言うならば、あそこの公園を中心的にきょうまで運営をし、協力をして

きた団体はどこなのか。今後とも、そこを抜きにするということについては絶対にできないだろ

うというふうに考えます。その点から見て、その人たちの団体の協力が絶対必要なことであるの

に、その人たちの協力をしていただくことが非常に難しい状況にしてしまった。この責任はひと

えに市長にあるというふうに考えますけれども、結果として、このことが市民へのサービスの後

退につながりかねない不安がある等々考えた場合に、撤回はしてもらえませんでしたので、当然、

私の立場としては、これには、この議案については反対をするという立場をとるということは当

然でもありますので、そういうことを申し述べて、反対の討論といたします。 

○大同議長 次に、賛成の方。反対の方。これで討論を終了いたします。 

  （「議長、議事進行」の声あり） 

○大同議長 奥野議員。 

○２０番 奥野議員 先ほどの行待議員の討論について、議長の見解をお伺いいたします。先ほ

どの討論はまさしく条件つき賛成でありますと私は思います。今回はいいけれども、次はだめよ、

そう述べられておる。議長の方で、この条件つき賛成と思える討論を、発言を整理をしていただ

きたい。 
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  以上です。 

○大同議長 行待議員。 

○８番 行待議員 今、奥野議員から私の賛成討論の内容についてあったわけですけれども、私

としては、条件つき賛成とは思っておりません。皆さん方の意見を聞く中で、二つの課題がある

ということで、課題を申し上げたということであって、これがなければ、次から賛成だ、反対だ

という議論ではございませんので、申し添えておきます。 

○大同議長 一応、私の方からも、すべてを聞いていたわけではありませんが、行待議員がこう

いうことを付してという形ではなく、今後はこういうことを考えていただきたいという形で言わ

れておったと思いますので、条件つき賛成にまではいってないというふうに判断をさせてもらい

ます。また議事録を精査して、表現等にもしもおかしな部分がありましたら、行待議員、その場

合は訂正等を加えさせていただいてもよろしいでしょうか。ということで、私の方で整理をさせ

ていただきます。議事録上で整理をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、平成２１年 議案第１８６号について採決いたします。平成２１年 議案第１８６

号 京丹後市八丁浜シーサイドパーク指定管理者の指定について、本議案に対する産業建設常任

委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員報告のとおり決することに賛成の議員は起

立願います。 

       （起 立 多 数） 

○大同議長 起立多数であります。 

  したがって、平成２１年 議案第１８６号は原案のとおり可決されました。 

 

○大同議長 日程第５ 閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。 

平成２２年２月８日 

京丹後市議会 

  議長 大 同   衛 様 

                              総務常任委員会 

                                 委員長 松 本 経 一 

    閉会中の継続審査の申し出について 

 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市

議会会議規則第１０１条の規定により申し出ます。 

                 記 
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１ 事   件  

  議案第３号 京丹後市債権の管理に関する条例の制定について 

２ 理   由 

   審査が結了しないため 

○大同議長 総務常任委員長から、会議規則第１０１条の規定により、お手元に配付しました申

出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

  お諮りいたします。総務常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異

議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○大同議長 ご異議なしと認めます。 

  したがって、総務常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたし

ました。 

  ここで、市長より、京丹後市次世代育成支援対策行動計画後期計画の正誤表が提出されており

ますので、ここで暫時休憩し、議員全員協議会を開きます。 

  なお、ライブ放映についてはこのまま引き続き行います。 

 

午後 ９時５２分 休憩 

午後 ９時５６分 再開 

 

○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から議第１号 雇用・能力開発機構の地域職業訓

練センターの存続を求める意見書の提出についての議案が提出されました。この際これを日程に

追加し、追加議事日程（第３号の追加１）として議題といたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○大同議長 ご異議なしと認めます。 

  したがって、議第１号 雇用・能力開発機構の地域職業訓練センターの存続を求める意見書の

提出についてを日程に追加し、追加議事日程（第３号の追加１）として議題とすることに決定い

たしました。 

  ここで議案及び追加日程配付のため、暫時休憩します。 
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午後 ９時５７分 休憩 

午後 ９時５７分 再開 

 

○大同議長 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第６ 議第１号 雇用・能力開発機構の地域職業訓練センターの存続を求める意見書の

提出についてを議題といたします。 

 

議第１号 

    雇用・能力開発機構の地域職業訓練センターの存続を求める意見書の提出について 

  上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、地方自治法第１０９条第７項及び会議規則第１４

条第２項の規定により、別紙のとおり提出する。 

  平成２２年２月１２日提出 

  京丹後市議会議長  大 同   衛 様 

                提出者  京丹後市議会運営委員会委員長  池 田 惠 一 

 

   雇用・能力開発機構の地域職業訓練センターの存続を求める意見書 

 平成２０年１２月に「雇用・能力開発機構の廃止について」閣議決定されたところであるが、職

業能力開発施設は、企業のニーズや個人の適正・能力に応じた効果的な訓練等を通じて、わが国の

産業経済を支えるという重要な役割を担っている。また、求職者や若年者に対する雇用のセーフテ

ィネットとしての役割や、技術者不足の中で、人材養成や技術支援によって中小企業の経営基盤の

強化を図るといった非常に大切な機能をもっている。 

 京丹後市に所在する丹後地域職業訓練センターは、丹後地域一円の職業人材養成施設としての機

能を発揮し、高度な専門知識と技術を有する若者技能者を養成し、企業へ多くの人材を今日まで送

り出してきた。受け入れ企業からはものづくり人材が即戦力になると高い評価を受けており、経営

改善とともに官民挙げて全力で企業や個人の負託に応えるよう努めている。 

 同時に丹後地域における経済状況と雇用情勢は、一昨年から一段と厳しい状況が続き、議会にお

いても「不況対策調査等特別委員会」を設置し、経済・雇用情勢を注視しながら、その対応に努め

ているものの、今後もさらに、悪化することが懸念される今だからこそ、地域職業センターの存在

は、雇用創出・維持するうえで民間職業訓練施設の少ない当地域にとって、欠かせない益々重要な
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施設となっている。 

 そうした中、昨年末の１２月２５日付文書をもって、京丹後市内にある丹後地域職業訓練センタ

ーも廃止の対象とされ、平成２２年度末をもって廃止する旨の唐突で一方的な通知を受けたことは、

工業団地の造成中で不況から抜け出そうと懸命に取り組む最中の本市にとって、地域の活力や雇用

情勢改善の流れに逆行するもので、到底容認できるものではありません。 

 よって、国におかれては、地域職業訓練センターが地方における人材確保や人材育成、中小企業

への技術支援に果たしている役割、地域事情を十分に考慮され、雇用改善と産業活性化に取り組ん

でいる本市に果たす役割を再認識願い、引き続き雇用・能力開発機構立の地域職業訓練センターと

して存続されるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 平成２２年  月  日 

 

      様 

 

                                   京都府京丹後市議会 

 

○大同議長 提出者から提案理由の説明を求めます。議会運営委員長。 

○池田議会運営委員長 それでは、私の方から、議第１号、雇用・能力開発機構の地域職業訓練

センターの存続を求める意見書の提出について提案いたします。 

  上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、地方自治法第１０９条第７項及び会議規則第１４

条第２項の規定により、別紙のとおり提出する。平成２２年２月１２日提出 京丹後市議会議長、

大同衛様 提出者、京丹後市議会運営委員会委員長、池田惠一。 

  めくっていただきまして、意見書を読み上げます。 

  雇用・能力開発機構の地域職業訓練センターの存続を求める意見書 

  平成２０年１２月に、雇用・能力開発機構の廃止について閣議決定されたところであるが、職

業能力開発施設は、企業のニーズや個人の適正、能力に応じた効果的な訓練等を通じて、我が国

の産業経済を支えるという重要な役割を担っている。また、求職者や若年者に対する雇用のセー

フティネットとしての役割や、技術者不足の中で、人材養成や技術支援によって中小企業の経営

基盤の強化を図るといった非常に大切な機能を持っている。 
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  京丹後市に所在する丹後地域職業訓練センターは、丹後地域一円の職業人材養成施設としての

機能を発揮し、高度な専門知識と技術を有する若者技能者を養成し、企業へ多くの人材を今日ま

で送り出してきた。受け入れ企業からはものづくり人材が即戦力になると高い評価を受けており、

経営改善とともに官民挙げて全力で企業や個人の負託にこたえようと努めている。 

  同時に、丹後地域における経済状況と雇用情勢は、一昨年から一段と厳しい状況が続き、議会

においても不況対策調査等特別委員会を設置し、経済、雇用情勢を注視しながら、その対応に努

めているものの、今後もさらに悪化することが懸念される今だからこそ、地域職業センターの存

在は、雇用創出、維持する上で民間職業訓練施設の少ない当地域にとって、欠かせないますます

重要な施設となっている。 

  そうした中、昨年末の１２月２５日付文書をもって、京丹後市内にある丹後地域職業訓練セン

ターも廃止の対象とされ、平成２２年度末をもって廃止する旨の唐突で一方的な通知を受けたこ

とは、工業団地の造成中で、不況から抜け出そうと懸命に取り組む最中の本市にとって、地域の

活力や雇用情勢改善の流れに逆行するもので、到底容認できるものではありません。 

  よって、国におかれては、地域職業訓練センターが地方における人材確保や人材育成、中小企

業への技術支援に果たしている役割、地域事情を十分に考慮され、雇用改善と産業活性化に取り

組んでいる本市に果たす役割を再認識願い、引き続き雇用・能力開発機構立の地域職業訓練セン

ターとして存続されるよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  なお、提出先としましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、行政改

革担当大臣を予定しております。 

  以上でございます。 

○大同議長 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議第１号について質疑

を終結いたします。議会運営委員長、御苦労さまでした。 

  これより議第１号について討論を行います。これで討論を終了いたします。 

  それでは、議第１号について採決いたします。議第１号 雇用・能力開発機構の地域職業訓練

センターの存続を求める意見書の提出については、原案のとおり決することに賛成の議員は起立

願います。 

       （起 立 全 員） 

○大同議長 起立全員であります。 

  したがって、議第１号は原案のとおり可決されました。 
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○大同議長 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

  ここで、市長から閉会のあいさつを受けます。中山市長。 

○中山市長 平成２２年第１回京丹後市議会２月臨時会の閉会に当たりまして、一言、御礼のご

あいさつを申し上げます。 

  まずは、本臨時会におきましては、放課後児童クラブ関連議案、また、八丁浜シーサイドパー

ク指定管理議案などにおきまして、改めまして手続や説明の不手際をおわび申し上げますととも

に、各議案につきまして、ご審議、ご可決賜り、まことにありがとうございます。今後、１７日

も議員全員協議会の開催をお願いをしており、お世話賜ることとしておりまして、ありがとうご

ざいます。 

  次に、幾つか行事のご報告でございますけれども、２月４日から３月２２日までの間、丹後古

代の里資料館におきまして、市制５周年記念といたしまして、丹後王国の関係の特別展示を開催

をしております。今月１４日には、丹後環境シンポジウムがアグリセンター大宮で、２０日には、

だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり研修会が峰山総合福祉センターで開催をされます。

多数ご参加賜りますようお願い申し上げます。３月２日からは３月定例会をお願いしております。

どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  甚だ簡単ではございますけれども、閉会のごあいさつとさせていただきます。どうもありがと

うございました。 

○大同議長 これをもって、本日の会議を閉じ、平成２２年第１回京丹後市議会２月臨時会を閉

会いたします。皆さん、御苦労さまでした。 

 

     午後１０時０６分 閉会 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

                議  長  大 同    衛 

 

                署名議員  松 本  経 一 

 

                署名議員  行 待    実 

 

 

 

 

 


